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はじめに 
 

 

市民一人ひとりが生涯を通じて健康で、心身ともに充実

した生活を営むことは、活力ある地域社会を支える基盤で

す。本市では「健康文化都市」の実現を目指し、令和３年

３月に「第２次すその健康増進プラン」「第３次裾野市食育

推進計画」「第２次裾野市歯科保健計画」を策定し、多角的

な視点から市民の皆様の健康づくりを推進してまいりま

した。 

 

計画策定から５年が経過した現在、社会情勢はデジタル

化の進展や価値観の多様化により大きく変容しています。

今回実施した中間評価では、「誰もが健康で、共に助け合うまち、すその」などの基本理念

のもと、各指標の進捗を確認いたしました。歩数増加など、健康意識の高まりを示す良好

な兆しが見られる一方で、生活習慣病の重症化予防や脳血管疾患の抑制といった、依然と

して克服すべき深刻な課題も浮き彫りとなっています。 

健康づくりは個人の努力に委ねるだけでなく、行政が市民の皆様の健康維持をいかに構

築するかが重要で、本市は引き続き３つの計画を一体的に推進することで、健康寿命の延

伸を強力にバックアップしてまいります。 

 

本中間評価では、国の「健康日本21（第三次）」の動向を指針としつつ、本市の強みであ

るデジタルツールの活用を加速させ、データに基づいた効果的な保健指導の実施や、地域

全体で健康を支え合う「健康文化」の醸成を新たな重点施策に位置づけました。 

これらの取組を確実に実行し、第5次総合計画の将来像「みんなが誇る豊かな田園未来都

市すその」を支える、健やかで笑顔あふれる市民生活を確かなものにしていく決意です。 

 

中間評価の策定にあたり、専門的な見地から多大なご提言を賜りました裾野市民健康づ

くり推進協議会、裾野市住民歯科保健推進会議の皆様をはじめ、関係各位に深く感謝申し

上げます。計画の着実な推進に向け、引き続きご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

令和８年３月 

 

裾野市長  村田 悠  
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第 １ 章 
「第２次すその健康増進プラン」「第３次裾野市食育 

推進計画」「第２次裾野市歯科保健計画」の概要 
 

１ 計画策定の背景と目的 

本市では、生涯を健康で暮らせる健康文化都市を目指し、令和２年度（2020年度）に「第

２次すその健康増進プラン」「第３次裾野市食育推進計画」「第２次裾野市歯科保健計画」

の３計画を一体的に策定し、市民の健康増進に向けた施策を展開しています。 

 

第２次すその健康増進プラン･･･『誰もが健康で、共に助けあうまち すその』を

基本理念とし、自らの健康管理意識を高めながら、誰もが健康で明るい暮ら

しができる環境を確保し、生きがいをもって生活できるよう推進しています。 
 

第３次裾野市食育推進計画･･･『すすめよう そだてよう のばそう 食育』を基本

理念とし、市民一人ひとりが、食に関心をもち、食を楽しみ、健全な食生活

を実践する基本的な力を身につけ、健やかな心とからだ、豊かな人間性をは

ぐくみ、生涯を通じていきいきと暮らせるために食育を推進しています。 
 

第２次裾野市歯科保健計画･･･『すてきな笑顔 そろった歯 のこしていこう 8020』

を基本理念とし、市民一人ひとりが歯と口腔の健康づくりに取り組むことを

目指し、歯科口腔保健を推進しています。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、「健康増進法」第８条第２項に基づく市町村健康増進計画、「食育基本法」第

18条第１項に基づく市町村食育推進計画、「裾野市民の歯や口腔の健康づくり条例」第３条

に基づく歯科保健計画の３計画を一体的に策定しました。 

また、本計画の上位計画である「裾野市総合計画」をはじめ、関連する市の各種計画と

の整合を図るとともに、国の「健康日本21」「食育推進基本計画」や、静岡県の「静岡県健

康増進計画」「静岡県食育推進計画」「静岡県歯科保健計画」などとも整合を図り計画を推

進しています。 

 

３ 計画の期間 

計画の期間は、令和３年度（2021年度）から令和13年度（2031年度）までの11か年です。

中間年度の令和７年度（2025年度）に中間評価を行い、計画の進捗状況等を踏まえた見直

しを行いました。令和13年度の最終年度には最終評価を行います。 

また、社会状況の変化や法制度・計画などの改定に伴い、必要に応じて適宜見直しを行

います。  



 

 
2 

（３）休養・こころの健康づくり 

重点取り組み 

① 生活習慣病の予防 ② 生活習慣病の重症化予防 
③ 自分自身での健康管理の推進 ④ フレイル予防 
⑤ 地区の特性に合わせた健康づくりの推進 

４ 各計画の体系  

（１）第２次すその健康増進プランの体系 

第２次すその健康増進プランは、４つの基本方針と５つの重点取り組みに基づき、基本

理念「誰もが健康で、共に助けあうまち すその」の実現を目指し、それぞれ健康づくり

の取り組みを展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［ 基本理念 ］ ［ 基本方針 ］ 

（１）栄養・食生活 

（２）身体活動・運動 

（４）たばこ・アルコール・薬物 

（５）歯と口腔の健康 

（１）健康管理 

（１）次世代の健康 

（２）高齢者の健康 

（２）地域医療 

（１）地区組織・民間事業所との連携・協働 

誰
も
が
健
康
で
、
共
に
助
け
あ
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ま
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そ
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２ 主要な生活習慣病の
発症予防と重症化 
予防 

３ 社会生活を営むため
の必要な機能の維持 
・向上 

４ 健康を支え、守る 
ための社会環境の 
整備 

１ 健康的な生活習慣の
実践 
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重点取り組み 

① 野菜の摂取の推進 ② 減塩の推進 

 

（２）第３次裾野市食育推進計画の体系 

第３次裾野市食育推進計画は、４つの基本方針と２つの重点取り組みに基づき、基本理

念「○す すめよう ○そ だてよう ○の ばそう食育～食を通した幸せづくり～」の実現を目指し、

それぞれ食における取り組みを展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［ 基本理念 ］ ［ 基本方針 ］ 

（１）食について知ろう 

（２）体験活動等を通じて食に感謝しよう 

（１）食を通じたコミュニケーションをしよう 

（２）地場産物を食べよう 

（１）栄養バランスのとれた食事をとろう 

（２）食育のネットワークをつくろう 

（１）地域で食育をすすめよう 

す 

す
め
よ
う 

そ 

だ
て
よ
う 

の 

ば
そ
う 

食
育 

 

～
食
を
通
し
た
幸
せ
づ
く
り
～ 

 

（３）昔ながらの食を伝えよう 

（２）規則正しい食習慣を身につけよう 

３ 食で元気になろう 

４ 食育の輪を広げよう 

２ 食を楽しもう 

１ 食に関心を持とう 
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重点取り組み 

① 歯間部清掃用具使用率の向上 ② 定期的な歯科検診の推進 
③ ８０２０推進員の養成と育成 ④ 歯周病予防の推進 
⑤ オーラルフレイルの予防 

 

（３）第２次裾野市歯科保健計画の体系 

第２次裾野市歯科保健計画は、６つの基本方針と５つの重点取り組みに基づき、基本理

念「○す てきな笑顔 ○そ ろった歯 ○の こしていこう ８０２０」の実現を目指し、歯や口

腔の健康づくりに関する施策を総合的に展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［ 基本理念 ］ ［ 基本方針 ］ 

（１）健康な口腔をつくるための生活習慣 

（２）むし歯の予防 

（１）定期的な検診 

（２）歯周病の予防 
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１ 健康な歯と口腔の 
形成 

（１）摂食機能の維持・向上 

（２）口腔清掃の維持・向上 

２ ８０２０の推進 

３ 口腔機能の維持・ 
向上 

４ 通院・診療困難者 
への対応 

５ 災害と歯科保健 

６ 各種関係機関との 
連携・協力 
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第 ２ 章 
裾野市の現状 

 

１ 人口・世帯状況などの動向 

（１）人口 

① 総人口の推移と増減率 

総人口の推移をみると、令和２年以降減少しており、令和７年には48,375人と、令和２

年より2,972人減少しています。 

前年からの人口増減率は、令和７年には-1.01％と、令和２年より0.31ポイント減少して

います。 

 

総人口の推移と増減率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

  

51,347 50,770 50,089 49,410 48,869 48,375 

-0.70 -1.12 -1.34 -1.36 -1.09 -1.01 

-10

0

10

20

30

0

20,000

40,000

60,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（％）（人）

総人口 前年からの人口増減率



 

 
6 

 

② 年齢区分別人口構成割合の推移 

年齢区分別人口構成割合の推移をみると、０～14歳、15～64歳は減少しているのに対し、

65歳以上は増加を続けており、令和７年には29.2％となっています。特に65～74歳は近年

減少していますが、75歳以上では増加を続けています。 

 

年齢３区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

 

③ 一般世帯数の推移 

一般世帯数の推移をみると、平成22年以降減少しており、令和２年には20,694世帯とな

っています。 

また、一世帯あたり人員の推移をみると、年々ゆるやかに減少しており、令和２年には

2.4人となっています。 

 

一般世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  
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④ 人口ピラミッド 

平成27年と令和２年を比較すると男女とも０～10歳、25～44歳で減少し、45～54歳、70

歳以上で増加しています。なかでも、25～29歳で急激に減少しており、本市でも少子高齢

化が進んでいます。 

 

人口ピラミッド 平成27年と令和２年の比較 

【男性】               【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  
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⑤ 出生数と死亡数の推移 

出生数の推移をみると、令和２年以降、減少傾向にあり、令和５年には313人と、令和２

年より72人減少しています。 

死亡数の推移をみると、令和２年以降、増加傾向にあり、令和５年には557人と、令和２

年より78人増加しています。 

乳児死亡数は令和３年で２人でしたが、令和４年以降０人となっています。 
 

出生数と死亡数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

 

 

⑥ 出生率と死亡率の推移（静岡県との比較） 

出生率の推移をみると、令和５年は6.5％となり、令和２年以降減少傾向にありますが、

静岡県を上回っています。 

死亡率の推移をみると、令和５年には11.6％となり、令和２年以降増加傾向にあります

が、静岡県を下回っています。 
 

出生率と死亡率の推移（静岡県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      資料：人口動態統計  
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⑦ 要介護（要支援）認定者数の推移 

要介護（要支援）認定者数の推移をみると、令和元年より増加傾向にあり、令和６年に

は2,177人と、令和元年より338人増加しています。 

また、要介護度認定区分でみると、要支援２と要介護２、要介護４は増加傾向となって

います。 
 

要介護（要支援）認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（９月末現在） 

  

221 210 211 239 227 251 

309 333 341 332 365 393 

393 374 412 394 378 
440 

281 316 
338 342 347 

329 
265 249 

275 247 307 
295 231 250 

244 258 
266 

301 
139 145 

142 171 
161 

168 
1,839 1,877 

1,963 1,983 
2,051 

2,177 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５
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（２）産業別就業人口の推移 

産業別就業人口の推移をみると、就業者数は年々減少しており、令和２年には、25,420

人となっており、これは裾野市総人口の49.5％となります。 

 

産業別就業人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

（３）世帯構成の変化 

世帯構成の変化をみると、令和２年には核家族世帯が55.8％、次いで単身世帯が32.6％

となっています。 

核家族世帯以外の世帯は年々減少し、単身世帯は増加傾向にあります。 

 

世帯構成の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  

837 542 570 505 

10,473 10,456 10,556 9,549 

17,157 16,369 15,128 15,366 

28,467 27,367 26,254 25,420 

0

10,000

20,000
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平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（人）

第１次産業就業者数 第２次産業就業者数 第３次産業就業者数

56.0 53.8 56.6 55.8

15.2 13.9 11.9 10.7

28.3 31.5 30.8 32.6

0.5 0.8 0.7 0.8

0

20

40

60

80

100

平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（％）

核家族世帯 核家族以外の世帯 単身世帯 その他
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２ 裾野市民の健康状況 

死因別静岡県・全国ＳＭＲ（標準化死亡比）、年齢階層別病類

統計、国保医療費統計等からみた疾病状況 

（１）死因別からみた疾病状況 

① 死因別静岡県・全国ＳＭＲ（標準化死亡比） 

死因別静岡県ＳＭＲ（標準化死亡比※）をみると、男女ともに悪性新生物、膵の悪性新生

物、気管、気管支及び肺の悪性新生物、心疾患（高血圧性を除く）、急性心筋梗塞、脳梗塞

が静岡県よりも高くなっています。また、男性では前立腺の悪性新生物、脳内出血、女性

では胃の悪性新生物、肝及び肝内胆管の悪性新生物、乳房の悪性新生物、糖尿病、肺炎、

肝疾患、腎不全、不慮の事故も高くなっています。 

死因別全国ＳＭＲ（標準化死亡比）をみると、男女ともに膵の悪性新生物、心疾患（高

血圧性を除く）、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳内出血、脳梗塞での死亡比が全国よりも高

くなっています。また、男性では前立腺の悪性新生物、女性では悪性新生物、胃の悪性新

生物、気管、気管支及び肺の悪性新生物、乳房の悪性新生物、糖尿病、肺炎、不慮の事故

での死亡比が高くなっています。 

死因別ＳＭＲ（標準化死亡比）（令和元年～令和５年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総数

93.5(94.2)
悪性新生物

94.9(100.1)
胃の悪性新生物

66.4(73.6)

大腸の悪性新生物

85.6(93.1)

肝及び肝内胆管の悪性新生物

70.3(76.2)

膵の悪性新生物

113.2(112.3)

気管、気管支及び肺の悪性新生物

93.6(104.1)

前立腺の悪性新生物

129.1(125.0)糖尿病

99.9(97.7)

心疾患（高血圧性を除く）

120.3(127.1)急性心筋梗塞

109.2(101.3)脳血管疾患

118.5(97.9)

脳内出血

153.0(111.7)

脳梗塞

111.1(106.1)

肺炎

16.9(14.6)

肝疾患

71.3(88.4)

腎不全

99.4(91.1)

老衰

71.0(47.6)

不慮の事故

80.0(79.9)

自殺

59.9(57.9)

0

50

100

150

200

250

男性

対国ＳＭＲ 対県ＳＭＲ
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資料：静岡県健康福祉部健康局健康政策課 

 

※ 標準化死亡比･･･性、地域ごとに「期待死亡数」（その地域の死亡率が静岡県または全国値と同等であ

ると仮定したときの死亡数）に対する「実際の死亡数」の比を100倍したものであり、年齢構成の違

いの影響を除いたものとして、死亡状況の比較に用いられています。 
※ （ ）外は対国ＳＭＲの値、（ ）内は対県ＳＭＲの値 

 

  

総数

103.5(101.6) 悪性新生物

101.5(105.6) 胃の悪性新生物

120.6(133.4)

大腸の悪性新生物

74.9(76.5)

肝及び肝内胆管の悪性新生物

99.0(106.8)

膵の悪性新生物

105.3(106.3)

気管、気管支及び肺の悪性新生物

123.2(138.9)

乳房の悪性新生物

111.3(114.8)
糖尿病

228.1(217.3)

心疾患（高血圧性を除く）

153.9(163.7)
急性心筋梗塞

111.0(102.5)
脳血管疾患

110.4(95.1)

脳内出血

112.3(82.3)

脳梗塞

121.3(119.8)

肺炎

116.3(139.5)

肝疾患

99.0(112.1)

腎不全

98.1(100.7)

老衰

63.1(46.2)

不慮の事故

115.7(112.8)

自殺

57.1(62.8)

0

50

100

150

200

250

女性

対国ＳＭＲ 対県ＳＭＲ
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（２）年齢階層別病類統計からの状況 

① 年齢階級別10万人あたり死亡数（総数） 

平成30年から令和3年における、年齢階級別10万人あたり死亡総数をみると、30～34歳、

45～49歳以外の年代で男性が女性を上回っています。 

また、静岡県と比較すると、男性の40～44歳、女性の45～49歳と60～64歳では静岡県を

上回っています。 

 

年齢階級別10万人あたり死亡数（平成30年～令和３年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡県人口動態統計より計算  

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85～

89歳

90～

94歳

95～

99歳

100歳

～

男性(裾野市) 62 171 623 750 848 1,778 2,749 4,512 7,366 13,137 26,045 44,240 71,006 92,593 57,143

女性(裾野市) 73 64 237 825 437 811 1,902 1,766 3,660 6,228 10,983 25,197 51,832 100,000114,815

男性(静岡県) 287 381 551 867 1,424 2,245 3,621 6,057 10,208 16,624 29,801 55,877 99,902 167,109235,294

女性(静岡県) 171 227 314 504 795 1,168 1,644 2,518 4,344 7,674 15,390 32,116 64,947 125,142213,887

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

（人口10万対）
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② 年齢階級別10万人あたり死亡数（悪性新生物） 

悪性新生物の年齢階級別10万人あたり死亡数をみると、30～39歳、55～94歳、100歳以上

で男性が女性を上回っています。 

静岡県と比較すると、男性では30～49歳で静岡県を上回っています。女性では40～49歳、

60～64歳で静岡県を上回っています。 

 

年齢階級別10万人あたり死亡数（悪性新生物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡県人口動態統計より計算  

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85～

89歳

90～

94歳

95～

99歳

100歳

～

男性(裾野市) 62 114 104 200 226 552 1,087 1,942 3,123 4,936 8,841 11,521 10,651 0 14,286

女性(裾野市) 0 64 178 495 374 405 1,019 963 1,633 2,239 2,794 5,512 6,283 6,087 3,704

男性(静岡県) 31 69 96 183 364 753 1,427 2,561 4,291 6,148 8,933 12,888 15,752 17,915 15,359

女性(静岡県) 64 86 159 259 457 670 911 1,298 1,956 2,703 3,945 5,855 7,374 8,134 7,176

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

（人口10万対）
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③ 年齢階級別10万人あたり死亡数（心疾患） 

心疾患の年齢階級別10万人あたり死亡数をみると、男性の40～44歳、80～84歳に急増し

ています。また、95～99歳で大幅に増加しています。 

静岡県と比較すると、男性では45～54歳、60～69歳、80～89歳で静岡県を上回っていま

す。女性では45～49歳、55～64歳、85歳以上で静岡県を上回っています。 

 

年齢階級別10万人あたり死亡数（心疾患） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡県人口動態統計より計算  

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85～

89歳

90～

94歳

95～

99歳

100歳

～

男性(裾野市) 0 0 52 200 283 245 512 857 1,061 1,990 3,823 9,677 11,834 22,222 14,286

女性(裾野市) 0 0 0 110 0 203 136 161 282 910 1,830 5,906 15,707 36,522 33,333

男性(静岡県) 27 37 69 149 230 354 498 798 1,217 1,993 3,817 7,631 15,195 26,370 36,275

女性(静岡県) 9 8 15 32 46 78 124 232 447 953 2,188 5,177 11,335 21,728 28,240

0

10,000

20,000

30,000

40,000

（人口10万対）
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④ 年齢階級別10万人あたり死亡数（脳血管疾患） 

脳血管疾患の年齢階級別10万人あたり死亡数をみると、男女ともに60歳以上で高くなっ

ています。また、男女ともに95～99歳で大幅に増加しています。 

静岡県と比較すると、男性では40～44歳、80～84歳、95～99歳で静岡県を上回っていま

す。女性では45～49歳で静岡県を上回っています。 

 

年齢階級別10万人あたり死亡数（脳血管疾患） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡県人口動態統計より計算  

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85～

89歳

90～

94歳

95～

99歳

100

歳～

男性(裾野市) 0 0 104 0 0 123 256 228 766 1,035 3,106 3,456 5,917 25,926 0

女性(裾野市) 0 0 0 55 0 0 68 54 113 700 1,156 2,625 3,927 8,696 3,704

男性(静岡県) 14 25 53 101 177 236 350 548 904 1,517 2,619 4,545 7,401 10,928 12,745

女性(静岡県) 8 12 20 47 83 91 143 198 352 756 1,536 3,036 5,525 9,366 12,235

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

（人口10万対）
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（３）国保医療費の状況 

令和６年７月分の国保医療費の状況をみると、内分泌、栄養及び代謝疾患の件数が多く、

991件となっています。また、新生物は内分泌、栄養及び代謝疾患の件数に比べて少ないも

のの、費用額が最も高くなっています。 

 

国保医療費の状況 
 

疾病分類 件数（件） 費用額（円） 
一人あたりの 

費用額（円） 

消化器系の疾患 

（胃潰瘍及び十二指腸潰瘍、肝疾患など） 
492  19,029,940  2,177  

循環器系の疾患 

（高血圧性疾患、心疾患（高血圧性を除く）など） 
922  34,788,100  3,979  

内分泌、栄養及び代謝疾患 

（糖尿病など） 
991  23,513,800  2,690  

筋骨格系および結合組織の疾患 700  25,961,860  2,970  

呼吸器系の疾患 

（インフルエンザ、肺炎、慢性閉塞性肺疾患など） 
459  18,709,570  2,140  

眼及び附属器の疾患 622  11,759,030  1,345  

精神および行動の障がい 391  21,631,160  2,474  

皮膚及び皮下組織の疾患 277  2,903,400  332  

新生物 

（悪性新生物など） 
241  42,207,870  4,828  

腎尿路生殖器系の疾患 

（腎不全など） 
274  29,448,140  3,369  

神経系の疾患 353  16,675,110  1,907  

耳及び乳様突起の疾患 107  1,583,730  181  

資料：国保疾病統計（令和６年７月分）  
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３ 健康診査からみた健康状況 

（１）妊娠期 

妊婦歯科疾患検診の推移をみると、受診数・受診率ともに増減を繰り返しており、令和

６年度には受診数127人、受診率45.5％となっています。また、受診したほとんどが要指導、

要精検・要治療となっており、令和６年度は両者をあわせると105人（82.7％）となってい

ます。 

 

妊婦歯科疾患検診の推移 
 

 

対象者数 

（受診票発

行数） 

受診数 

(人) 

受診率 

(％) 

結果 

異常なし

(人) 

要指導 

(人) 

要精検・ 

要治療 

(人) 

令和２年度 389 160 41.1 22 15 123 

令和３年度 376 163 43.4 25 15 123 

令和４年度 336 141 42.0 19 18 104 

令和５年度 315 158 50.1 36 21 101 

令和６年度 279 127 45.5 22 18 87 

資料：健康推進課資料  
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（２）乳幼児期 

① ４か月児健康診査受診結果 

４か月児健康診査受診結果の推移をみると、要経過観察者率は、増減を繰り返しており、

令和６年度には7.0％となっています。 

要精密検査者率、要医療者率は横ばいで推移しており、令和６年度には要精密検査者率

は1.1％、要医療者率は1.5％となっています。 

 

４か月児健康診査受診結果の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康推進課資料 

 

② 10か月児健康診査受診結果 

10か月児健康診査受診結果の推移をみると、要経過観察者率は、令和５年度に減少しま

したが、令和６年度は増加し7.8％となっています。 

要精密検査者率は、増減を繰り返しており、令和６年度は2.0％となっています。また、

要医療者率は、令和３年度から令和５年度にかけて減少していましたが、令和６年度で大

幅に増加し7.2％となっています。 

 

10か月児健康診査受診結果の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康推進課資料  
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③ むし歯有病者率の推移 

むし歯有病者率※の推移をみると、１歳６か月児は横ばいで推移しており、令和６年度に

は0.3％となっています。 

また、３歳児はやや減少傾向にあり、令和６年度には6.7％となっています。５歳児は減

少傾向になっているものの、令和６年度には19.0％となっており、依然として年齢が上が

るにつれ、むし歯の有病者率は増加しています。 

 

むし歯有病者率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ むし歯有病者率…受診者中、むし歯の経験がある者の割合 

※ １歳６か月児（静岡県）、３歳児（静岡県）の令和６年度数値は現時点で未公表 

資料：健康推進課資料、静岡県５歳児歯科調査 
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（３）児童期・思春期 

① 生活習慣病予防検診結果 

生活習慣病予防検診結果をみると、小学校４年生・中学校１年生ともに軽度・中等度肥

満が最も多く、小学校４年生で9.8％、中学校１年生で6.7％となっています。また、項目

該当者は全体的に中学校１年生より小学校４年生の方が多くなっています。 

 

生活習慣病予防検診結果（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
資料：すそのに育つ子 

 

② 小学生・中学生のやせの割合 

小学生のやせの割合をみると、男子は学年が上がるにつれて増加傾向にあり、小学校６

年生で4.6％と女子を上回っています。女子は小学５年生まで増加傾向となっていました

が、小学６年生で減少し2.4％となっています。 

中学生のやせの割合をみると、男子は学年が上がるにつれて減少傾向にあり、中学３年

生で4.0％となっています。女子は概ね横ばいで推移しており、中学３年生で4.7％となっ

ています。 

 

小学生と中学生のやせの割合(令和７年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：すそのに育つ子  
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③ むし歯未処置者率及びむし歯のない児童生徒の率の推移 

小学生・中学生のむし歯未処置者率※１及びむし歯のない児童生徒の率※２の推移をみると、

未処置者率は小学生・中学生ともに増減を繰り返しており、令和６年度には小学生2.6％、

中学生6.1％となっています。 

小学生むし歯のない児童の率は、横ばいで推移しており、令和６年度には58.2％となっ

ています。また、中学生むし歯のない生徒の率は、令和５年度に大幅に増加し、令和６年

度には71.3％となっています。 

 

小学生・中学生のむし歯未処置者率及びむし歯のない児童生徒の率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ むし歯未処置者率…現在、むし歯がある者の割合 

※２ むし歯のない児童生徒の率…永久歯、乳歯共に処置歯及び未処置歯がない者の

割合 

資料：すそのに育つ子 
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（４）青年期・壮年期 

① 標準化該当比（令和４年度） 

令和４年度に特定健康診査を受診した40～75歳未満の方の標準化該当比※をみると、静

岡県に比べて男性はメタボ該当者、糖尿病有病者、糖尿病予備群が低く、女性は高血圧症

予備群、糖尿病予備群が低くなっています。 

標準化該当比（令和４年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 標準化該当比…受診者の性別年齢構成が保険者により異なるのを補正する目的で、

標準化死亡比（ＳＭＲ）の計算方法に準じて、「標準化該当比」を算定。 

県全体の性別・年齢階級別の該当割合を市町の受診者数に当てはめて「期待され

る該当者数」を算出し、実際の該当者数をその期待値で割って100を掛けたものを

標準化該当比としています。100を基準に、多いか少ないかを判断できます。 

資料：静岡県 
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② 特定健康診査受診者数の推移 

特定健康診査受診者数の推移をみると、令和２年度以降年々減少していますが、特定 

健康診査受診率はほぼ横ばいで推移しています。 

また、特定保健指導実施数は、年度ごとにばらつきがあります。 

 

特定健康診査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康推進課資料 
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③ 成人歯周疾患検診受診率の推移 

成人歯周疾患検診受診率の推移をみると、70歳が他の年齢に比べて高くなっています。

また、60歳は40歳、50歳よりも上回っており、令和６年度では13.7％となっています。 

令和６年度からは、健康増進法改正に合わせて、新たに20歳と30歳を検診対象者に含め

て実施しています。 

 

成人歯周疾患検診受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
資料：健康推進課資料 
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④ ８０２０の該当者数の推移 

80歳で自分の歯が20本以上残っている「８０２０（ハチマルニイマル）※」の該当者数（健

康と歯のフェスティバルで表彰・認定された方）の推移をみると、増減を繰り返しながら

推移しており、令和６年度では65人となっています。 

 

８０２０の該当者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ８０２０…生涯にわたり自分の歯を20本以上保つことで、健全な咀嚼能力を維持

し、健やかで楽しい生活をめざすことを趣旨とした推進運動のことです。 

資料：健康推進課資料 
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４ 県民意識調査との比較からみた裾野市の健康状況 

（１）肥満とやせの割合 

肥満とやせの割合をみると、肥満の割合が男性で29.4％、女性で19.2％となっており、

女性の割合は静岡県より高くなっています。一方、男女ともにやせの割合は静岡県より低

く、男性で4.3％、女性で12.8％となっています。 

 

肥満とやせの割合【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肥満とやせの割合【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度健康に関する県民意識調査報告（県） 

令和６年度生活習慣等に関するアンケート調査報告（市） 

  

30.5

5.1

29.4

4.3

0

10

20

30

40

肥満 やせ

（％）

静岡県（令和４年度） 裾野市（令和６年度）

15.8
13.3

19.2

12.8 

0

10

20

30

40

肥満 やせ

（％）

静岡県（令和４年度） 裾野市（令和６年度）



 

 
28 

 

（２）朝食を食べる人の割合 

朝食を食べる人の割合をみると、男性では20歳代、50歳代、60歳代で静岡県に比べ低く、

20歳代で最も低い52.0％となっています。女性では30歳代、40歳代、60歳代で静岡県に比

べ低くなっています。 

 

朝食を食べる人の割合【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝食を食べる人の割合【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 静岡県では「毎日食べる(週５～７日）)の割合を、裾野市では「ほとんど毎日食べる」

の割合を記載しています。 

資料：令和４年度健康に関する県民意識調査報告（県） 

令和６年度生活習慣等に関するアンケート調査報告（市） 
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（３）喫煙習慣のある人の割合 

喫煙習慣のある人の割合をみると、女性より男性の方が概ね３倍以上高くなっています。

また、特に30歳代、60歳代が３割前後となっています。男性の20歳代、40歳代、70歳代以

上で静岡県を下回っており、女性は20歳代、30歳代、50歳代、70歳代以上で県を下回って

います。 

 

喫煙習慣のある人の割合【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喫煙習慣のある人の割合【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度健康に関する県民意識調査報告（県） 

令和６年度生活習慣等に関するアンケート調査報告（市） 
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第 ３ 章 
中間評価の概要 

 

１ 中間評価の目的と内容 

（１）目的 

「第２次すその健康増進プラン」「第３次裾野市食育推進計画」「第２次裾野市歯科保健

計画」が、計画策定から５年目の中間年度を迎えることから、健康づくりを取り巻く環境

の変化等を踏まえるとともに、新たな課題や今後の取り組みの方向性の見直しをすること

を目的に、中間評価を行います。 

なお、本計画は令和13年度（2031年度）までの11か年の計画であることから、計画の基

本理念など計画の基本的な考え方は、現行の内容を継承します。 

 

（２）中間評価の内容  

計画策定時に設定した数値目標等の評価を行うとともに、食の現状や課題、日常生活で

の健康観や生活習慣等を把握し、基礎資料とするため、アンケート調査を実施しました。 

 

① アンケート調査対象及び調査方法 

調査の種類 調査対象 調査方法 

一般調査 
市内在住の20歳以上の男女 

個人1,000人（無作為抽出） 

郵送による配布・回収 

及びＷＥＢによる回答 

小学校・中学校調査 
小学校５年生186人、 

中学校２年生124人 各施設に直接調査票を手渡し配布、 

手渡し回収 幼稚園・保育園 

年長児調査 
年長児童の保護者327人 

 

② アンケート調査期間 

令和６年10月３日～令和６年10月25日 

 

③ アンケート回収状況 

調査の種類 配布数 有効回答数 有効回答率 

一般調査 1,000通 410通 41.0％ 

小学校・中学校調査 310通 300通 96.8％ 

幼稚園・保育園 

年長児調査 
327通 294通 89.9％ 
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２ すその健康増進プラン・食育推進計画・歯科保健計画の

達成状況  

すその健康増進プラン・食育推進計画・歯科保健計画ともに、施策・事業の展開に対応

した数値目標を設定して、計画を推進してきました。 

今回の中間評価では、「策定時の値」から「中間現状値（令和６年度）」への推移や、「目

標値」との達成状況に基づき、以下の４段階で判定し、一元的に評価しました。 

 

【評価方法】 

評価 基準 

◎ 目標値を達成している。 

○ 目標は達成していないが改善した 

△ 変化がない 

× 悪化している 

 

【健康増進計画】 

指標 
策定当初値 

(令和元年度) 

中間現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和13年度) 
評価 

（１）栄養・食生活 

食育に関心がある人の増加 61.9％ 58.5％ 70％ × 

朝食を毎日食べる人の増加 

幼・保 93.9％ 93.2％ 

100％ 

× 

小学生 91.1％ 84.9％ × 

中学生 82.8％ 87.3％ 

90％ 

〇 

一般 87.0％ 78.0％ × 

栄養バランスに気をつけている人の増加 78.8％ 80.7％ 85％ 〇 

野菜を食べている人の増加※1 11.6％ 8.0％ 20％ × 

野菜料理を毎食１皿以上食べる人の増加 52.7％ 46.6％ 60％ × 

（２）身体活動・運動 

日常生活における歩数の増加※２ 31.8％ 44.4％ 40％ ◎ 

意識的に運動を心がけている人の 

増加 

男性 70.2％ 66.3％ 80％ × 

女性 73.8％ 65.0％ 80％ × 

平均 72.5％ 65.9％ 80％ × 

  ※１ １日に野菜350g(食事バランスガイドの５つ分)以上とっている人の割合 

※２ 5,001歩以上歩く人の割合 
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指標 
策定当初値 

(令和元年度) 

中間現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和13年度) 
評価 

（３）休養・こころの健康づくり 

ストレス解消法がある人の増加 69.7％ 71.5％ 80％ 〇 

相談できる相手や場所がある人の増加 72.9％ 74.4％ 80％ 〇 

（４）たばこ・アルコール・薬物 

喫煙している人の減少※３ 14.4％ 16.6％ 10％以下 × 

施設内禁煙率の増加 88.6％ 100％ 100％ ◎ 

休肝日を設けていない人の減少 65.2％ 73.8％ 55％以下 × 

（５）歯と口腔の健康 

歯間部清掃用具の使用率の増加 53.1％ 57.8％ 60％ 〇 

治療以外で１年に１回以上定期的な歯の検診を

受けている人の増加 
40.7％ 35.6％ 50％ × 

（６）健康管理 

自分の健康状態が健康であると感じる人の増加 54.9％ 55.4％ 60％ 〇 

健診結果について医師や保健師からアドバイス

を受けたことがある人の増加 
57.9％ 57.6％ 65％ × 

体重計や歩数計、血圧計等自らの健康管理に必

要な機器をそろえ、定期的に測定している人の

増加※４ 

35.4％ 38.8％ 45％ 〇 

特定健康診査 受診率の増加 45.2％ 45.6％ 60％ 〇 

特定保健指導 実施率の増加 30.5％ 27.5％ 60％ × 

胃がん検診 受診率の増加 8.7％ 8.7％ 50％ △ 

大腸がん検診 受診率の増加 16.6％ 16.6％ 50％ △ 

肺がん検診 受診率の増加 19.6％ 20.2％ 50％ 〇 

子宮がん検診 受診率の増加 16.2％ 14.1％ 50％ × 

乳がん検診 受診率の増加 10.7％ 7.7％ 50％ × 

前立腺がん検診 受診率の増加 23.9％ 22.9％ 50％ × 

肝炎ウイルス検査 受診率の増加 2.7％ 2.2％ 10％ × 

※３ 喫煙している人とは、今までの合計が 100本以上で、かつ月に１回以上吸っている方 

※４ 定期的に測定している人とは週に２～３日以上測定している人 
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指標 
策定当初値 

(令和元年度) 

中間現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和13年度) 
評価 

（７）次世代の健康 

朝食を毎日食べる幼児・児童・生徒

の増加 

幼・保 93.9％ 93.2％ 100％ × 

小学生 91.1％ 84.9％ 100％ × 

中学生 82.8％ 87.3％ 90％ 〇 

食事の際に「いただきます、ごちそ

うさま」の挨拶をしている児童・ 

生徒の増加 

小学生 94.9％ 97.4％ 100％ 〇 

中学生 93.5％ 95.6％ 100％ 〇 

朝食をバランスよく食べている 

児童・生徒の増加 

小学生 55.1％ 41.2％ 65％ × 

中学生 42.6％ 38.1％ 50％ × 

妊婦喫煙率の減少 1.7％ 1.8％ 0％ × 

仕上げみがきをする保護者の増加 
年長児 

保護者 
82.2％ 84.0％ 90％ 〇 

（８）高齢者の健康 

栄養バランスに気をつけている人の

増加 

60歳代 80.4％ 77.1％ 85％ × 

70歳以上 73.1％ 60.0％ 85％ × 

日常生活における歩数の増加※５ 

60歳代 29.0％ 42.3％ 40％ ◎ 

70歳以上 26.8％ 20.0％ 40％ × 

意識的に運動を心がけている人の 

増加 

60歳代 76.1％ 69.5％ 80％ × 

70歳以上 77.9％ 100.0％ 80％ ◎ 

相談できる相手や場所がある人の 

増加 

60歳代 76.9％ 74.6％ 80％ × 

70歳以上 65.1％ 60.0％ 80％ × 

休肝日を設けていない人の減少 

60歳代 75.0％ 82.8％ 65％以下 × 

70歳以上 67.9％ 100.0％ 65％以下 × 

（９）地区組織・民間事業所との連携・協働 

地域の人々はお互いに助け合っていると思う人

の増加 
57.5％ 45.1％ 65％ × 

（10）地域医療 

かかりつけ医をもっている人の増加 63.9％ 63.7％ 70％ × 

※５ 5,001歩以上歩く人の割合 
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【食育推進計画】 

指標 
策定当初値 

(令和元年度) 

中間現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和13年度) 
評価 

食育に関心がある人の増加 一般 61.9％ 58.5％ 70％ × 

食事の際に「いただきます、ごちそ

うさま」の挨拶をしている人の増加 

小学生 94.9％ 97.4％ 

100％ 

〇 

中学生 93.5％ 95.6％ ○ 

一般 77.5％ 79.8％ 85％ ○ 

次世代に伝えたい料理や味がない、知らない人

の減少 
29.5％ 34.6％ 20％以下 × 

地場産物を食事に取り入れている人の増加 53.7％ 49.3％ 60％ × 

学校給食での地場産物を使用する割合の増加 44.9％ 54.3％ 45％ ◎ 

朝食を一人で食べる子どもの割合の

減少 

小学生 28.5％ 44.5％ 20％以下 × 

中学生 41.0％ 21.0％ 30％以下 ◎ 

朝食を毎日食べる人の増加 

幼・保 93.9％ 93.2％ 

100％ 

× 

小学生 91.1％ 84.9％ × 

中学生 82.8％ 87.3％ 

90％ 

○ 

20歳代 53.6％ 61.4％ ○ 

30歳代 85.0％ 73.1％ × 

平均 81.3％ 80.0％ × 

栄養バランスに気をつけている人の

増加 

小学生 55.1％ 41.2％ 60％  × 

中学生 42.6％  38.1％ 50％ × 

一般 78.8％ 80.7％ 85％ ○ 

野菜を食べている人の増加※６ 11.6％ 8.0％ 20％ × 

野菜料理を毎食１皿以上食べる人の増加 52.7％ 46.6％ 60％ × 

料理のとき、薄味に調味している 

（してもらっている）人の増加 

男性 50.0％ 36.4％ 60％ × 

女性 70.7％ 57.6％ 80％ × 

平均 60.4％ 47.0％ 70％ × 

※６ １日に野菜350g(食事バランスガイドの５つ分)以上とっている人の割合 
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【歯科保健計画】 

指標 対象者 
策定当初値 
（令和元年

度） 

中間現状値 

(令和６年度) 

目標値 
（令和13年

度） 
評価 

自分で歯みがきをした子どもの増加 年長児 87.7％ 85.4％ 95％ × 

仕上げみがきをする保護者の増加 
年長児の 

保護者 
82.2％ 84.0％ 90％ 〇 

むし歯を経験した幼児の減少 年長児 30.9％ 19.0％ 20％以下 ◎ 

妊婦歯科疾患検診受診率の増加 妊婦 40.4％ 45.5％ 50％ ○ 

成人歯周疾患検診受診率の増加（36・38・40・

42・44・46・48・50・55・60・65・70歳） 
9.0％ 9.1％ 10％ ○ 

治療以外で１年に１回以上定期的な

歯の検診を受けている人の増加 
20歳以上 40.7％ 35.6％ 50％ × 

歯周病と生活習慣病の関連性の認知

度の増加 
20歳以上 67.5％ 72.7％ 75％ ○ 

喫煙が歯周病に影響することの認知

度の増加 
20歳以上 25.9％ 27.3％ 35％ ○ 

歯間部清掃用具の使用率の増加 20歳以上 53.1％ 57.8％ 60％ ○ 

８０２０運動の認知度の増加 69.9％ 71.2％ 80％ ○ 

８０２０推進員の人数の増加 37人 53人 40人 ◎ 

８０２０の該当者の増加 

（健康と歯のフェスティバル表彰者） 
52人 65人 60人 ◎ 
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３ 総括 

（１）中間評価の総括 

本市では、健康増進、食育推進、歯科保健の各種施策を展開してきましたが、中間評価

の結果、半分以上の指標で目標値が未達成となりました。特に、本市の継続的な課題であ

る「脳血管疾患の標準化死亡比」が高い水準にあり、新たに「女性の糖尿病」も顕著に増

加しています。背景には、コロナ禍による事業の中止・変更、女性の社会進出やライフス

タイルの多様化、デジタル化の加速などが影響していると考えられます。今後は、これら

の課題を真摯に受け止め、国の「健康日本21（第三次）」等の動向を反映させながら、今ま

で以上に効果的な事業を実践していきます。 

 

（２）今後の重点的な取り組み 

令和８年度からは「健康マイレージ事業」を再開し、本市の強みである「歩数の増加」

をさらに伸ばします。再開にあたっては、運動のみならず「社会参加」も対象に加えるな

ど、多世代が自主的に楽しみながら取り組める環境を整備します。また、SNS等のデジタル

ツールを効果的に活用し、従来の啓発では届きにくかった世代へも正確な知識を届けます。

行政のみならず、地域のボランティア団体、民間事業者、学校等との連携をさらに深め、

「地域全体で健康を支え合う文化」の醸成を推進します。 

 

（３）国の動向：健康日本21（第三次）の推進 

国では、令和６年度（2024年度）から「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続

可能な社会の実現」をビジョンに掲げた「健康日本21（第三次）」を推進しています。ここ

では「誰一人取り残さない健康づくり」を重点とし、女性特有の課題への対応、ライフス

テージごとの支援の充実、ICTやAIを活用した科学的根拠に基づく施策などが重視されて

います。本市においても、これら国の新たな視点と中間評価結果を柔軟に融合させ、実効

性の高い施策を推進します。 
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４ ライフステージ別の区分 

本計画では、市民の取り組みについては、生活スタイルや心身の状況など年代の特性を

踏まえ、一人ひとりに合った健康づくりに取り組めるよう、ライフステージごとの視点で

整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ライフステージ 対象年代 

妊産婦期 

乳幼児期 

児童期・思春期 

妊娠前期～産後 

０～５歳 

６～１８歳 

４０～６４歳 壮 年 期  

１８～３９歳 青 年 期  

６５歳以上 高 齢 期  
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第 ４ 章 
健康づくりの推進 

 

１ 健康的な生活習慣の実践 

（１）栄養・食生活 

【まずはここから】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

食育に関心がある人の増加 61.9％ 58.5％ 70％ × 

朝食を毎日食べる人の 

増加 

幼・保 93.9％ 93.2％ 
100％ 

× 

小学生 91.1％ 84.9％ × 

中学生 82.8％ 87.3％ 
90％ 

○ 

一般 87.0％ 78.0％ × 

栄養バランスに気をつけている人

の増加 
78.8％ 80.7％ 85％ ○ 

野菜を食べている人の増加※1 11.6％ 8.0％ 20％ × 

野菜料理を毎食１皿以上食べる人

の増加 
52.7％ 46.6％ 60％ × 

 ※１ １日に野菜350g(食事バランスガイドの５つ分)以上とっている人の割合 

 

  

野菜料理を毎食１皿以上食べましょう 
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【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 食育への関心について、「関心がある」「どちらかといえば関心がある」を合わせた"関

心がある"が58.5％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 朝食の摂取状況について、「ほとんど毎日食べる」が78.0％と最も高く、次いで「ほと

んど食べない」が12.9％となっています。令和元年度調査と比較すると、「ほとんど食

べない」の割合が増加しています。 

「毎日食べる」が、幼稚園・保育園年長児で93.2％、小学生で84.9％、中学生で87.3％

となっています。令和元年度と比較すると、小学生では、「毎日食べる」の割合が減少

しています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幼稚園・保育園年長児】 

 

 

 

 

  

関心がある どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない 関心がない

わからない 無回答

ほとんど毎日食べる 週２～３日食べない 週４～５日食べない

ほとんど食べない 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

78.0

87.0

5.6

4.2

2.7

1.4

12.9

6.2

0.7

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和６年度調査 294

令和元年度調査 359

93.2

93.9

4.1

5.0

1.7

0.8

0.7

0.3

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎日食べる 週４～６日 週１～３日 食べない 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

静岡県（令和４年度） 2,641

16.8

16.6

32.9

41.7

45.3

44.5

19.5

17.6

13.9

13.2

9.4

5.5

7.8

8.2

3.1

1.0

2.8

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【小学生・中学生】 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

＜中学生＞ 

 

 

 

 

 

 

● 普段の食事で栄養バランスに気をつけているかについて、「必ず気をつけている」「し

ばしば気をつけている」「時々気をつけている」を合わせた"気をつけている"が80.7％

となっています。「必ず気をつけている」で、年代が上がるにつれ高くなる傾向にあり

ます。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 410 10.7 39.5 30.5 14.6 4.1 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必ず気をつけている しばしば気をつけている 時々気をつけている

あまり気をつけていない まったく気をつけていない 無回答

毎日食べる 週１～３日食べない 週４～６日食べない 毎日食べない 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 119

令和元年度調査 214

84.9

91.1

8.4

5.1

4.2

0.9

2.5

0.5

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和６年度調査 181

令和元年度調査 122

87.3

82.8

9.4

9.8

1.1

2.5

1.7

4.9

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

20歳代 44

30歳代 52

40歳代 92

50歳代 95

60歳代 118

70歳代以上 5

6.8

5.8

10.9

11.6

12.7

20.0

47.7

42.3

42.4

34.7

39.0

25.0

44.2

31.5

29.5

25.4

40.0

11.4

3.8

10.9

20.0

18.6

40.0

9.1

1.9

4.3

4.2

3.4

1.9

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 副菜を毎食１皿以上食べているかについて、「はい」が46.6％となっています。令和元

年度調査と比較すると、「はい」の割合が減少しています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養・食生活は、生命の維持に加え、子ども達が健やかに成長し、また人々が健康で 

幸福な生活を送るために欠くことができない営みです。 

アンケート調査結果では、朝食の摂取状況をみると、幼稚園・保育園年長児調査では 

９割超え、小学生・中学生調査では８割半ばが毎日朝食を食べています。 

一般調査では、年齢が上がるにつれて朝食を毎日食べる割合が増えていますが、前回 

調査と比べ、朝食を欠食する割合が増加しています。 

また、副菜を毎食１皿以上食べている人は、前回調査より減少しています。食事で栄養

のバランスについて必ず気をつけている人は年齢が下がるにつれて割合も低くなってい

ます。 

さらに、食育について「関心がある」「どちらかといえば関心がある」を合わせた"関心

がある"が58.5％となっていますが、令和元年度調査及び令和４年度健康に関する県民意

識調査と比較すると、減少しています。 

引き続き、１日に摂りたい野菜摂取量や多くとるための工夫を普及し、バランスのとれ

た食事の推進と生活習慣病の発症を防いでいくことが必要です。 

また、各年代に応じた適正な食事量を啓発し、早期から肥満ややせを予防していくとと

もに、高齢者福祉との連携により、低栄養傾向の高齢者に対する対応を継続して行ってい

くことが必要です。 

 

  

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

46.6

52.7

21.2

18.0

31.2

27.3

1.0

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ どちらともいえない 無回答
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【 これまでの主な取り組み 】 

・ 幼稚園や小学校のＰＴＡと協力した料理教室等については、コロナ禍により中断しまし

た。令和６年度から再開を試みましたが、アレルギー対応などの課題により実施できま

せんでした。 

・ 適正な食事量の啓発として、定期的に健康相談や食事相談を実施しました。食事バラン

スガイドや手ばかり法の写真を活用した啓発を行い、体組成測定や骨密度測定を通じ

て生活習慣改善の機会を提供しました。裾野市食生活健康推進会会員の養成・育成にも

取り組んできましたが、コロナ禍の影響で料理教室の開催が難しく、それに伴い育成の

機会が減少しました。 

・ 生活習慣病予防のために、塩分・脂質・糖分の過剰摂取を予防する取り組みとして、塩

味スプーンの貸し出しやお塩のとり方チェックの資料の活用を行いました。 

・ 野菜摂取促進のため、「寄り道試食会」を開催したり、１日に必要な野菜量を伝えるフ

ードモデルや写真（手ばかり法）の活用による啓発活動を行いました。 

・ 「ＯＮ(おん)野菜プロジェクト」を推進し、資料等を配布しました。 

・ 市販の弁当や総菜の活用方法について、資料を用いた啓発を実施したほか、裾野市食生

活健康推進会と連携して市のイベント等で啓発活動を行いました。 

 

【 今後の方向性 】 

・ 家族揃って食事をする「共食」を進め、食事を楽しく食べる環境づくりを推進し、朝食

の欠食率を減らします。食育会議等を通じて関係部署と連携を図り、若い世代への食育

の周知を継続して行います。 

・ 各年代に応じた適正な食事量の啓発を行い、早期から肥満ややせを予防します。食事バ

ランスガイドや手ばかり法を取り入れながら、食事バランスの啓発を進めていきます。

また、裾野市食生活健康推進会と連携し、料理教室を通じて食育に関する啓発を実施し

ます。 

・ 塩分・脂質・糖質の取り過ぎを防ぐ工夫を啓発し、生活習慣病の発症を防ぎます。減塩

につながる教育や相談を引き続き実施します。 

・ １日に摂りたい野菜摂取量や野菜を多く摂るための工夫の普及を推進します。バランス

のとれた食事を促進し、生活習慣病の発症を防ぎます。寄り道試食会を継続実施し、野

菜摂取につなげます。フードモデルや写真（手ばかり法）を用いた啓発活動で理解の深

化を図ります。 

・ インターネットやＳＮＳを活用し、食育に関する正確な情報を誰もが容易に入手できる

体制の整備に取り組みます。  
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（２）身体活動・運動 

【まずはここから】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

日常生活における歩数の増加 31.8％ 44.4％ 40％ ◎ 

意識的に運動を心がけて

いる人の増加 

男性 70.2％ 66.3％ 80％ × 

女性 73.8％ 65.0％ 80％ × 

平均 72.5％ 65.9％ 80％ × 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 日常生活での平均の１日の歩数について、「5,000歩以下」が34.6％と最も高く、次いで

「5,001歩～7,000歩」が22.4％、「わからない」が20.0％となっています。令和元年度調

査と比較すると、「7,001歩～9,000歩」の割合が増加しています。 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

● 意識的に身体を動かすように心がけているかについて、「はい」が65.9％となっていま

す。令和元年度調査と比較すると、「はい」の割合が減少しています。 

 

【一般】 

 

 

 

  

今よりも 10分（1,000歩）多く体を動かすようにしましょう 

5,000 歩以下 5,001 歩～7,000 歩 7,001 歩～9,000 歩 9,001 歩以上

わからない 無回答

はい いいえ 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

34.6

38.3

22.4

18.0

12.2

7.0

9.8

6.8

20.0

27.5

1.0

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

65.9

72.5

33.4

23.6

0.7

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 運動習慣について、「定期的な運動を６ヶ月以上している」が32.4％と最も高く、次い

で「運動を行っていないが、これから始めようと思っている」が31.2％、「運動をして

いないし、これからも始める気もない」が18.3％となっています。令和元年度調査と比

較すると、「定期的な運動を６ヶ月以上している」の割合が減少しています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体活動・運動の量が多い者は、少ない者と比較して２型糖尿病、循環器病、がん、ロ

コモティブシンドローム、うつ病、認知症等の発症・罹患リスクが低いことが報告されて

います。ＷＨＯは、高血圧、喫煙、高血糖に次いで、身体活動不足を全世界の死亡に対す

る危険因子の第４位と認識し、また、我が国では、身体活動・運動の不足は喫煙、高血圧

に次いで非感染性疾患による死亡の３番目の危険因子であることが示唆されています。ま

た、身体活動は、妊婦・産後の女性、慢性疾患や障がいのある人を含め、様々な人々に対

して健康効果が得られるとされています。 

アンケート調査では、定期的な運動を６ヶ月以上している人の割合が32.4％と最も高く

なっていますが、令和元年度調査と比較すると減少しています。 

また、健康のために意識的に運動している人の割合は65.9％となっており、令和元年度

調査より減少しています。 

さらに、日常生活での平均の１日の歩数について5,000歩以下が34.6％と最も高くなっ

ています。 

運動習慣者の増加を図るためには、誰もが運動が気軽にできる環境づくりや交流、年代

に応じた運動やスポーツを楽しむ多様な機会づくりとともに、それを支える団体への支援

が必要です。 

引き続き、１日の歩数を増やし、より多く体を動かすことで健康寿命の延伸をするため

の取り組みを進めることが必要です。 

 

  

定期的な運動を６ヶ月以上している

定期的に運動をしているが、まだ６ヶ月たっていない

これから１ヶ月以内に定期的な運動をしようと思う

運動を行っていないが、これから始めようと思っている

運動をしていないし、これからも始める気もない

無回答

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

32.4

37.5

9.8

5.4

6.1

4.4

31.2

31.5

18.3

18.0

2.2

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【 これまでの主な取り組み 】 

・ 活動量計を活用し、身体活動状況の自覚を促す啓発機会を設け、行動変容を推進しまし

たが、スマートフォンなどの機器で簡易に歩数計や活動状況を把握することが可能と

なり、活動量計への需要が減少したため終了しました。 

・ 市民の健康に対する意識の向上のため、健康マイレージ事業を令和４年度まで実施して

いました。令和５年度より、コロナ禍や利用者の固定、事務が煩雑であることなどの理

由により休止しました。 

・ 初心者のための体操教室（ナイトフィットネス）を通じて、家の中で簡単にできるスト

レッチや筋力トレーニング、有酸素運動について啓発を行いました。受講者が運動を継

続するための意識づけやアドバイスを行い、生活の中に運動習慣を定着させる支援を

行いました。 

・ 出前講座を通じてフレイル予防のための講話や簡単な運動の啓発を行いました。 

・ 寄り道ウォーキングやウォーキング大会を実施し、運動習慣の定着に取り組みました。 

・ 運動ボランティアを養成・育成や健康運動指導士との協力による指導は実施できていま

せん。 

 

【 今後の方向性 】 

・ スマートフォン等の活用を促し、自分の身体活動状況を意識している人を増やします。 

・ 日頃からこまめに身体を動かすことを啓発し、筋力の低下（ロコモティブシンドローム）

や生活習慣病の発症を予防します。 

・ 初心者向けの体操教室（ナイトフィットネス）を企画・実施し、運動習慣がない人や運

動継続ができていない人に対して運動の楽しさを提供し、行いやすい運動を実施する

機会を提供します。 

・ 家族ぐるみで楽しく運動する機会を設け、若い世代からの運動習慣の定着をすすめます。 

・ 寄り道ウォーキング等、身近なところで気軽にウォーキング等ができる機会を増やし、

運動の継続を推進します。必要に応じて企業や地元イベントと協力してウォーキング

大会を実施し、若い世代を含む様々な世代へ運動の機会を広く提供します。 

・ 運動の推進に関わるボランティアの現状を再確認するとともに、ボランティアの養成・

育成・活動の推進を行い、地域一体となって運動習慣の定着化をすすめます。 

・ 健康マイレージ事業を令和８年度から再開し、健診受診や健康イベント、スポーツ、地

域活動、ボランティア活動など幅広い取り組みを対象に、ポイントを簡単に獲得できる

仕組みを導入します。庁内多部署と連携し、様々な年代が参加できるよう対象事業を拡

大し、インセンティブ（行動したくなるように促す動機づけ）を提供することで、運動

習慣の定着と社会参加を促進し、地域の活性化と住民の健康維持・向上を目指します。  
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（３）休養・こころの健康づくり 

【まずはここから】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

ストレス解消法がある人の増加 69.7％ 71.5％ 80％ ○ 

相談できる相手や場所がある人の 

増加 
72.9％ 74.4％ 80％ ○ 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 自分なりのストレス解消法があるか、「はい」が71.5％となっています。年齢別にみる

と、「はい」で、年代が上がるにつれて低くなる傾向にあります。 

 

【一般】 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

  

１日１回は外にでて深呼吸をしましょう 

回答者数 =

　 410 71.5 28.0 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

回答者数 =

20歳代 44

30歳代 52

40歳代 92

50歳代 95

60歳代 118

70歳代以上 5

77.3

76.9

72.8

67.4

69.5

40.0

22.7

23.1

26.1

32.6

29.7

60.0

1.1

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 心配事や悩み事を相談できる相手や場所があるかについて、「はい」が74.4％となって

います。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

● この１ヶ月間、睡眠によって休養が十分とれたかについて、「十分にとれた」「ほぼ十分

だった」を合わせた"十分にとれた"が54.9％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査結果で、ストレスについては、自分なりのストレス解消法がある人が

71.5％となっています。年齢別にみると、年代が上がるにつれて低くなる傾向にあります。

さらに、心配事や悩み事を相談できる相手や場所がある人は74.4％となっている一方、な

い人は22.9％となっています。そのため、ストレスや不安を解消したり、相談出来ない人

に対して、ストレス解消法についての情報提供やこころの悩み等の相談先の周知を図って

いくことが必要です。 

また、睡眠による休養が不足している人（睡眠が「あまり十分でなかった」又は「かな

り不足していた」人）の割合が44.4％となっており、前回調査と比べ、大きな変化はみら

れません。そのため、心の健康を維持するためには、睡眠について正しく学び、一人ひと

りにあった快適な睡眠や休養が確保できるよう、啓発活動や相談事業が必要です。 

  

回答者数 =

　 410 11.7 43.2 34.9 9.5 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分にとれた ほぼ十分だった あまり十分でなかった

かなり不足していた 無回答

回答者数 =

　 410 74.4 22.9 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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【 これまでの主な取り組み 】 

・ 職域と連携したゲートキーパー養成講座の開催については、コロナ禍の影響でできてい

ません。 

・ 県主催の職域向けメンタルヘルス講座については、市内企業へ案内を行い、一部企業が

参加しました。 

・ 精神疾患を抱える方への社会復帰支援として、医療機関や相談機関等と必要に応じて連

携し支援を行いました。 

・ 精神保健に関する相談窓口については、こころの健康相談の実施を行い、広報誌やホー

ムページ、ＳＮＳを活用した窓口周知を実施しました。しかし、ボランティアによる活

動については、コロナ禍により縮小しました。 

 

 

【 今後の方向性 】 

・ 事業所等の職域と連携してメンタルヘルスを推進し、働き盛り世代のうつ・自殺を予防

します。 

・ こころの変調や認知症のサインについて周知し、早期からの相談や受診を促進し、必要

に応じた支援につなげます。 

・ 相談窓口の周知を図り、気軽に相談できる環境づくりを推進します。 

・ 良好な睡眠の確保やストレス解消法について周知を図り、自分でストレスコントロール

できる人を増やします。 

・ こころの健康づくりの推進に関わるボランティアの養成・育成・活動の推進を行い、相

談相手や相談場所の充実を図ります。 
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（４）たばこ・アルコール・薬物 

【まずはここから】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

喫煙している人の減少 14.4％ 16.6％ 10％以下 × 

施設内禁煙率の増加 88.6％ 100％ 100％ ◎ 

休肝日を設けていない人の減少 65.2％ 73.8％ 55％以下 × 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● たばこを吸うかについて、「現在吸っている」が16.6％となっています。令和元年度調

査と比較すると、「以前吸っていたが、今は吸っていない」の割合が増加しています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 同居家族や職場などでたばこを吸う人が受動喫煙について配慮してくれるかについ

て、「はい」が70.5％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

  

受動喫煙を防止しましょう 

週に２日は休肝日を設けましょう 

吸わない

以前吸っていたが、今は吸っていない（今までの合計が100 本以上）

現在吸っている（今までの合計が100 本以上で、かつ月に１回以上吸っている方）

無回答

はい いいえ 無回答

回答者数 =

　 410 70.5 23.7 5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

69.8

76.6

12.9

7.8

16.6

14.4

0.7

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● この１か月間の受動喫煙があった場所について、「道路」が34.4％と最も高く、次いで

「飲食店」が32.4％、「職場」が28.3％となっています。 

【一般】（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● お酒を飲む人のうち、休肝日を設けているかについて、「休肝日は設けていない」が

73.8％と最も高くなっています。令和元年度調査と比較すると、「休肝日は設けていな

い」の割合が増加しています。 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 幼稚園・保育園年長児において、家族でたばこを吸う人がいる人のうち、こどもの前で

たばこを吸うご家族はいるかについて、「いる」が33.6％となっています。 

【幼稚園・保育園年長児】 

 

  

連続した２日を含む２日以上設けている 連続していないが２日以上を設けている

週１日設けている 休肝日は設けていない

無回答

回答者数 =

令和６年度調査 80

令和元年度調査 115

3.8

1.7

5.0

8.7

15.0

22.6

73.8

65.2

2.5

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 116 33.6 66.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる いない 無回答

回答者数 = 410 ％

道路

飲食店

職場

家庭

遊技場（ゲームセンター、パチンコ、カラオケ
ボックスなど）

駅・電車内

宿泊施設

公共機関（市役所、公民館など）

医療機関

理容院、美容院、エステ

その他

無回答

34.4

32.4

28.3

19.0

17.6

10.0

4.4

3.4

0.2

0.0

19.5

12.7

0 20 40 60 80 100
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喫煙は、世界保健機関（ＷＨＯ）による非感染性疾患（ＮＣＤｓ）対策の対象疾患であ

るがん、循環器疾患（脳卒中、虚血性心疾患）、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ※）、糖尿病

に共通した主要なリスク要因です。 

アンケート調査結果【一般】では、たばこを吸わない人が69.8％となっており、令和元

年度調査と比較して吸わない人の割合が減少しています。 

また、家庭の中でたばこを吸う人がいる割合は39.5％、子どもの近くでたばこを吸う人

がいる割合は33.6％となっており、同居家族や職場などでたばこの煙を吸わないように配

慮してくれていない人の割合は23.7％となり令和元年度調査と比較すると増加していま

す。 

今後も、喫煙の健康影響に関する周知と、受動喫煙防止対策に取り組むことが必要です。 

アルコールは、様々な健康障害との関連が指摘されており、アルコール性肝障害、膵炎

等の臓器障害、高血圧、心血管障害、がん等に深く関連します。加えて、不安やうつ、自

殺、事故といったリスクとも関連します。 

アンケート調査結果【一般】では、お酒を飲む人のうち休肝日は設けていない人が73.8％

と最も高く、令和元年度調査と比較すると割合が増加しています。 

過度な飲酒は肝障害や糖尿病、心疾患、がんなどにつながるため適正飲酒と休肝日の設

定を促す啓発が必要です。 

薬物乱用は、身体的・精神的健康に深刻な影響を及ぼし、依存症や社会問題を引き起こし

ます。若年層への予防教育と、地域全体での啓発が重要です。 

 

 

【 これまでの主な取り組み 】 

・ 喫煙の害や加熱式タバコに関する正しい知識の啓発として、世界禁煙デーに合わせて啓

発ポスター等を館内に掲示し、啓発用グッズを関係機関に配架しました。また、市ホー

ムページで受動喫煙防止に関する情報を掲載しました。 

・ 妊婦や若い世代には母子健康手帳交付時や幼児健診時に保護者の喫煙状況を確認し、喫

煙の悪影響の周知や禁煙促進などの対応を行いました。 

・ 個別相談時に適正な飲酒について助言を行いました。 

 

 

※ＣＯＰＤ：従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称。タバコ煙を主とす

る有害物質を長期に吸入曝露することで生じた肺の炎症性疾患であり、喫煙習慣を背景

に中高年に発症する生活習慣病といえる。 
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【 今後の方向性 】 

・ 肺がんやCOPDをはじめとする喫煙の害を周知し、タバコを吸い始める人を減らします。

また、世界禁煙デー、禁煙週間などの行事にあわせ、市公式LINEやホームページ、無線

などの媒体を活用し、市民に受動喫煙に関する啓発を行います。 

・ 禁煙治療や相談を周知し、禁煙の推進と継続を促します。 

・ 医療機関や薬局等と協力し、禁煙相談の周知や支援体制の拡充に取り組みます。 

・ 妊婦や若い世代の禁煙を推進し、受動喫煙の機会を減らします。 

・ 適正な飲酒を周知し、健康被害や生活習慣病を予防します。 

・ 薬物の乱用による影響を教育機関と共に周知し、健康被害を予防します。 

・ 加熱式タバコに対する正しい知識を普及します。また、担当職員が加熱式タバコに関す

る知識を習得するために、研修などへの積極的な参加を検討します。 

・ 障がいにより受診が困難な方に対し、主治歯科医への相談を通じたスムーズな受診支援

を継続し、地域で歯科保健サービスが受けられる体制を維持します。 
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（５）歯と口腔の健康 

【まずはここから】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

歯間部清掃用具の使用率の増加 53.1％ 57.8％ 60％ ○ 

治療以外で１年に１回以上定期的な

歯の検診を受けている人の増加 
40.7％ 35.6％ 50％ × 

 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 毎食後に歯磨きや義歯の清掃など、歯や口の手入れをしているかについて、「１日２回

行っている」が47.3％と最も高く、次いで「毎食後行っている」が32.0％、「１日１回

行っている」が13.9％となっています。令和元年度調査と比較すると、「１日２回行っ

ている」の割合が増加しています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

● 歯間部清掃用具を使用しているかについて、「はい」が57.8％となっており、令和元年

度調査と比べると4.7％増加しています。 

 

【一般】 

 

 

 

毎食後の歯みがきと年１回の検診を受けましょう 

毎食後行っている １日２回行っている １日１回行っている 行わない日がある

ほとんど行わない 無回答

回答者数 =

　 410 57.8 41.7 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

32.0

35.1

47.3

40.1

13.9

18.8

4.1

2.4

2.2

1.2

0.5

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 過去１年間に歯科の治療・検診・指導を受けたか、「何も受けていない」が36.3％と最

も高く、次いで「歯科検診を受けた」が35.6％、「むし歯の治療を受けた」が32.4％と

なっています。年齢別にみると、「専門家による歯みがき指導を受けた」で、40歳代か

ら70歳代以上にかけて低くなる傾向にあります。 

 

【一般】（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

歯
科
検
診
を
受
け
た 

む
し
歯
の
治
療
を
受

け
た 

歯
周
病
の
治
療
を
受

け
た 

専
門
家
に
よ
る
歯
み

が
き
指
導
を
受
け
た 

何
も
受
け
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 410 35.6  32.4  8.8  7.8  36.3  1.2  

20歳代 44 36.4  36.4  2.3  2.3  40.9  － 

30歳代 52 40.4  28.8  7.7  9.6  34.6  1.9  

40歳代 92 45.7  31.5  8.7  10.9  30.4  － 

50歳代 95 30.5  32.6  6.3  8.4  41.1  － 

60歳代 118 30.5  32.2  14.4  6.8  36.4  3.4  

70歳代以上 5 40.0  40.0  － － 20.0  － 

 

 

● 「８０２０（ハチマルニイマル）運動」の認知度について、「知っている」が71.2％とな

っています。 

 

【一般】 

 

 

 

  

回答者数 =

　 410 71.2 28.0 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答

回答者数 = 410 ％

歯科検診を受けた

むし歯の治療を受けた

歯周病の治療を受けた

専門家による歯みがき指導を受けた

何も受けていない

無回答

35.6

32.4

8.8

7.8

36.3

1.2

0 20 40 60 80 100
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● 「８０２０推進員」の認知度について、「知っている」が16.8％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

● 幼稚園・保育園年長児において、昨晩、歯を仕上げ磨きしたかについて、「はい」が84.0％

となっています。 

 

【幼稚園・保育園年長児】 

 

 

 

 

 

口腔の健康は全身の健康と密接に関連しており、特に歯周病は糖尿病、心血管疾患などの

生活習慣病との相互関係が指摘されています。また、喫煙は歯周病のリスクを高めることが

明らかであり、禁煙対策とも連動して取り組む必要があります。これらの観点から、口腔ケ

アは全身の健康づくりの基盤として重要です。 

アンケート調査結果では、食後に歯や口の手入れを１日２回以上行っている人と、歯間

部清掃用具の使用者は前回調査と比較して増加傾向です。 

過去１年間に歯の検診を受けていない人は63.2％となっています。 

年長児の保護者に対するアンケート調査では、仕上げ磨きを実施している保護者の割合は

令和元年度 82.2％、令和６年度 84％となっており、８割を超える水準を維持しています。 

喫煙が歯周病に影響することを知っていると答えた人は27.3％で、他の疾患と比べて認

知度が低いままとなっています。 

「８０２０運動」については、運動を知らない人は28.0％となっており、前回調査と比

較すると、大きな変化はみられません。「８０２０推進員」は知らない人が82.2％となり、

前回調査より認知度の低下がみられます。 

今後は、歯や口腔の健康を全身の健康づくりの柱として位置づけ、日常的なセルフケアと

定期的な歯科健診の両面から取り組みを強化します。毎食後の口腔清掃習慣の定着を図ると

ともに、かかりつけ歯科医での定期受診を促し、早期発見・早期対応につなげます。 

また、歯周病が生活習慣病に及ぼす影響を踏まえ、喫煙との関連についての理解促進や禁

煙支援と連動した啓発を進め、予防意識の向上を図ります。 

  

回答者数 =

　 410 16.8 82.2 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答

回答者数 =

　 294 84.0 15.6 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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さらに、「8020運動」の一層の推進に向けて、市民が主体的に参加できる環境づくりを進

めるとともに、8020推進員の育成・活動支援を継続的に行い、地域ぐるみで生涯を通じた口

腔の健康づくりを促進します。 

 

【 これまでの主な取り組み 】 

・ イベント等における歯や口腔ケアに関する啓発や講演会については、コロナ禍により中

止や見合わせとなり活動の場が減少しました。 

・ 歯や口の健康相談については、新型コロナウイルスの感染原因として唾液が認知された

ことで、唾液を扱う相談を希望する方がほとんどいない状況でした。 

・ 電話による歯科相談は、コロナ禍においても継続して対応し、外出を控える方や来所が

困難な方への相談支援を行いました。 

・ 成人歯周疾患検診については、令和６年度から無料化を実施しました。さらに健康増進

法改正に合わせて対象年齢を拡大し、従来に加えて20歳・30歳も受診できるようにしま

した。定期的な歯科検診を若い世代から実践していただくための取り組みです。 

・ 障がいをお持ちで歯科受診が困難な方の相談に応じ、訪問診療や対応可能な歯科医院に

ついて、主治歯科医に相談するよう勧めるなど、受診支援に努めました。 

・ ８０２０推進員の養成講座については、コロナ禍により開催できませんでした。令和５

年度から再開し、推進員が活動しています。 

 

【 今後の方向性 】 

・ 駿東歯科医師会と連携しながら、毎食後に歯や口腔の手入れをする人を増やし、むし歯

や歯周病の予防を図ります。 

・ かかりつけ歯科医での定期的な検診を受ける必要性を周知し、歯周病の予防・早期発

見・早期治療を図ります。また、歯周病検診の若い世代への受診勧奨や受診率の向上に

向けた取り組みを行います。 

・ ８０２０を達成するために、若い世代からの歯周病予防を推進します。 

・ 気軽に相談できる機会を充実し、個人の口腔状態に合わせた歯間部清掃用具の使用方法

やブラッシング方法を普及します。 

・ ８０２０推進員に関する周知を行うとともに、その養成・育成及び活動の推進を行い、

地域一体となって歯や口腔の健康づくりをすすめます。 

・ ２歳児を対象としたフッ化物塗布事業については、令和７年度から従来の教室形式を個

別形式に変更しています。駿東歯科医師会加入の歯科医院で予約を受け付け、対象児１

人につき２回の塗布を無料で実施します。利便性向上による塗布率の向上と、かかりつ

け歯科医を持つきっかけとなることを期待し、幼児期からのむし歯予防を推進します。  
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２ 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防 

（１）健康管理 

【まずはここから】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

自分の健康状態が健康であると 

感じる人の増加 
54.9％ 55.4％ 60％ ○ 

健診結果について医師や保健師から

アドバイスを受けたことがある人の

増加 

57.9％ 57.6％ 65％ × 

体重計や歩数計、血圧計等自らの 

健康管理に必要な機器をそろえ、 

定期的に測定している人の増加 

35.4％ 38.8％ 45％ ○ 

特定健康診査 受診率の増加 45.2％ 45.6％ 60％ 〇 

特定保健指導 実施率の増加 30.5％ 27.5％ 60％ × 

胃がん検診 受診率の増加 8.7％ 8.7％ 50％ △ 

大腸がん検診 受診率の増加 16.6％ 16.6％ 50％ △ 

肺がん検診 受診率の増加 19.6％ 20.2％ 50％ 〇 

子宮がん検診 受診率の増加 16.2％ 14.1％ 50％ × 

乳がん検診 受診率の増加 10.7％ 7.7％ 50％ × 

前立腺がん検診 受診率の増加 23.9％ 22.9％ 50％ × 

肝炎ウイルス検査 受診率の増加 2.7％ 2.2％ 10％ × 

 

  

日頃から体重や血圧、歩数の測定を習慣にしましょう 
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【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 自分の健康状態について「健康である」「まあまあ健康である」を合わせた"健康である"

が 55.4％となっています。また、健康であると感じている小学生は 75.6％、中学生は

90.6％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

【小学生・中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

● 自分自身や家族の健康づくりについて、「関心がある」「どちらかといえば関心がある」を

合わせた"関心がある"が88.6％となっています。年齢別にみると、“関心がある”について

50歳代で高くなっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 410 20.5 34.9 28.3 12.4 2.7 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康である まあまあ健康である ふつう あまり健康ではない

健康ではない 無回答

関心がある どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない 関心がない

無回答

回答者数 =

小学生 119

中学生 181

75.6

90.6

22.7

8.8

1.7

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

35.4

43.3

53.2

46.9

7.8

6.6

2.4

1.8

1.2

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 健康診査の受診状況は、「受けている」が76.3％となっています。 

健康診査を受けていない理由は、「受けるのが面倒」「費用がかかり経済的に負担」「受ける

時間がない」が上位を占めています。 

 

【一般】 

 

 

 

＜健康診査を受けていない理由＞（回答は２つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 410 76.3 21.5 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受けている 受けていない 無回答

回答者数 =

20歳代 44

30歳代 52

40歳代 92

50歳代 95

60歳代 118

70歳代以上 5

36.4

26.9

34.8

44.2

33.9

20.0

31.8

63.5

54.3

53.7

55.9

80.0

22.7

7.7

8.7

1.1

7.6

6.8

1.9

2.2

1.1

2.5

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関心がある どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない 関心がない

無回答

回答者数 = 88 ％

受けるのが面倒

費用がかかり経済的に負担

受ける時間がない

現在医者にかかっている

健診を受ける年代ではない

健康に自信がある

病気が見つかるのが怖い

健診等を知らない

特に理由はない

その他

無回答

29.5

22.7

20.5

15.9

5.7

3.4

3.4

1.1

17.0

3.4

3.4

0 20 40 60 80 100
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● 健康診査の結果について、医師、保健師、管理栄養士などから説明を受けたり、アドバイス

を「受けた」が57.6％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

● 体重や歩数、血圧等の定期的な測定について、「ほぼ毎日測定している」が22.2％、「たまに

測定している」が27.8％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

日本人の主要死因であるがんや循環器疾患、また、増加傾向にあって様々な合併症を併

発する糖尿病は、普段からよりよい生活習慣を身につけるとともに、定期健（検）診によ

る早期発見、早期治療が重要です。 

死因別全国ＳＭＲ（標準化死亡比）（令和元年～令和5年）（P11参照）をみると、男性で

は脳内出血、前立腺の悪性新生物、心疾患（高血圧性を除く）が高い順となっています。

女性では糖尿病、心疾患（高血圧性を除く）が突出して高く、次いで気管、気管支及び肺

の悪性新生物が高い状況です。 

平成25年～平成29年（第2次すその健康増進プラン参照）と比較すると、継続して高い疾

患は男女共に心疾患（高血圧性を除く）、脳血管疾患（脳内出血、脳梗塞）となっています。

女性では乳房の悪性新生物が依然として高い水準です。 

改善が見られたのは男女共に自殺であり、男性では胃・肝及び肝内胆管の悪性新生物が

減少しました。女性では腎不全が平均水準まで低下しています。 

一方新たな課題として、男性では前立腺・膵の悪性新生物が対国・対県と比較して高く

なっています。女性の糖尿病は前回も高かったものの、今回は対国・対県いずれも200を超

えており、突出して高くなっています。また女性においては、胃・気管、気管支及び肺の

悪性新生物が前回より高くなっています。 

  

回答者数 =

　 410 57.6 39.5 2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受けた 受けなかった 無回答

回答者数 =

　 410 22.2 9.3 7.3 27.8 19.3 13.2 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日測定している 週４～５日測定している 週２～３日測定している

たまに測定している ほとんど測定していない 機器をもっていない

無回答
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アンケート調査では、自分の健康状態について「あまり健康ではない」「健康ではない」

を合わせた"健康ではない"が15.1％となっており、年齢別にみると、「あまり健康ではない」

で、30歳代から70歳代以上にかけて高くなる傾向にあります。自分自身や家族の健康づく

りについて「どちらかといえば関心がない」「関心がない」を合わせた"関心がない"が

10.2％となり、令和元年度調査と比較すると、「関心がある」の割合が減少しています。 

また、健康診査を受けていない人の割合が21.5％となっており、健康診査を受けていな

い理由について、「受けるのが面倒」が29.5％と最も高く、次いで「費用がかかり経済的に

負担」が22.7％、「受ける時間がない」が20.5％となっています。 

さらに、体重や歩数、血圧等自らの健康管理のために、定期的に測定していますかにつ

いて、「たまに測定している」が27.8％と最も高く、「ほとんど測定していない」が19.3％

となっています。 

定期的に健康診査や各種検診等を受ける人は多いものの、必要性を感じなく受診してい

ない人もおり、依然として健康の維持・向上に無関心な人もいることから、様々な媒体を

活用した情報提供により市民の健康意識の向上に継続的に取り組むとともに、日頃から体

重や血圧、歩数等を計測・記録することを周知し、自分自身で健康を管理できる人を増や

す取り組みが必要です。 

 

 

【 これまでの主な取り組み 】 

・ 健診の受診率向上の取り組みとして、無線放送、広報紙、各種教室、出前講座に加え、

新たに福祉保健会館入口のモニターや市公式ＬＩＮＥを活用して特定健診やがん検診

の必要性の周知及び受診勧奨を実施しました。 

・特定保健指導では個別性に応じた支援の他、対象者の負担軽減を目的に、最終アンケート

の電子化などを改善し、特定保健指導実施率の増加に取り組みました。 

・ 定期的に健康相談や食事相談を実施し、健診結果の見方や個々に応じた生活習慣の助言

を行いました。また、随時電話や来所相談にも対応し、個別性を考慮した健康支援を行

いました。 

・母子保健事業で正しい生活習慣の教育の実施、初心者のための運動教室の対象年齢を64

歳以下に設定するなど、若年者を対象とした取り組みを実施しました。 

・出前講座では企業からの依頼に応じ、働き盛り世代に健康教育を実施しました。 

・幼児健診では乳がんモデルを掲示し、女性のがん検診受診率向上に取り組みました。 

・健診結果から把握した生活習慣病予備軍及び糖尿病治療中断者を対象に、生活習慣病予

防及び重症化予防の訪問指導を、国保年金課と連携して実施しました。 
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・腎臓の働きが低下している方は、薬の種類や量に注意が必要です。腎機能の低下が心配

される方のお薬手帳に「ＣＫＤ（慢性腎臓病）シール」を貼り、医療機関や歯科医院で

も腎臓にやさしい治療が受けられるような体制整備に取り組みました。 

・市内医療機関と連携し、糖尿病料理講習会の参加者へ健康教育を実施しました。 

 

【 今後の方向性 】 

・ 特定健康診査やがん検診の受診率の向上を図り、疾病の予防・早期発見を推進します。 

・特定保健指導では対象者が最後まで保健指導を受けやすい環境づくりに向け、実施方法や

支援体制の工夫を検討しながら、実施率の向上に取り組みます。 

・ 健康に関して気軽に相談できる機会を充実するとともに、健康診査結果の見方や個人に

合った生活習慣の助言を行うなど、個人の健康状態に応じた生活習慣の実践を推進し

ます。 

・ 定期的に体重、血圧、歩数等を計測・記録することを周知し、自分自身で健康を管理で

きる人を増やします。 

・ インターネットやＳＮＳを活用して健康に関する情報を発信し、若い世代の健康づくり

への興味・関心を高めます。 

・ 令和８年度から健康マイレージ事業を再開します。健診受診や体重・血圧・歩数などの

計測・記録を、マイルやポイントの対象とします。様々な年代が参加できるよう対象事

業を拡充し、ポイント管理の仕組みを簡素化することで、健康管理の習慣化を促進しま

す。 

・ 母子保健事業を活用し、正しい生活習慣の教育や健診・検診受診率向上事業を実施します。 

・ 生活習慣病予防や健康経営企業※の増加を目的として、市内企業にも協力を依頼し、 

働き盛り世代へのアプローチに取り組みます。 

・ 生活習慣病予防及び重症化予防の訪問指導・健康教育やCKDシール貼付事業を継続し、

健診結果に基づく個別支援を強化するとともに、糖尿病や高血圧などの生活習慣病に

対する早期介入を推進します。 

 

 

※健康経営企業：従業員の健康管理を経営戦略として捉え、戦略的に実践する企業。経済

産業省の「健康経営優良法人」認定制度などで「見える化」されている。健康経営に取

り組む企業は、生産性向上、企業イメージ向上、離職率低下などのメリットがあり、認

定企業は、ロゴマーク使用や金融機関からの優遇などの特典を受けられる。 
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３ 社会生活を営むための必要な機能の維持・向上 

（１）次世代の健康 

【まずはここから】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

朝食を毎日食べる幼児・

児童・生徒の増加 

幼・保 93.9％ 93.2％ 100％ × 

小学生 91.1％ 84.9％ 100％ × 

中学生 82.8％ 87.3％ 90％ ○ 

食事の際に「いただきま

す、ごちそうさま」の挨拶

をしている児童・生徒の

増加 

小学生 94.9％ 97.4％ 100％ ○ 

中学生 93.5％ 95.6％ 100％ ○ 

朝食をバランスよく食べ

ている児童・生徒の増加 

小学生 55.1％ 41.2％ 65％ × 

中学生 42.6％ 38.1％ 50％ × 

妊婦喫煙率の減少 1.7％ 1.8％ 0％ × 

仕上げみがきをする 

保護者の増加 

年長児 

保護者 
82.2％ 84.0％ 90％ ○ 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 朝食の摂食状況は、「毎日食べる」は、幼稚園・保育園児で93.2％、小学生で84.9％、

中学生で87.3％となっています。令和元年度と比較すると、幼稚園・保育園児と小学生

では、「毎日食べる」の割合が減少しています。 

 

【幼稚園・保育園年長児】 

 

 

 

 

 

 

  

生活リズムを整え、 

みんなで健康づくりに取り組みましょう 

回答者数 =

令和６年度調査 294

令和元年度調査 359

93.2

93.9

4.1

5.0

1.7

0.8

0.7

0.3

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎日食べる 週４～６日 週１～３日 食べない 無回答
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【小学生】 

 

 

 

 

 

【中学生】 

 

 

 

 

 

● 子育てで困ったり悩んだりした時の相談相手について、「いる」が97.6％となっていま

す。 

 

【幼稚園・保育園年長児】 

 

 

 

 

 

乳幼児期、児童期・思春期の生活習慣や健康状態は、成人になってからの健康状態にも

大きく影響を与えるため、子どもの健康を支える取り組みを進める必要があります。 

アンケート調査結果では、朝食を毎日食べる児童・生徒は、小学生が84.9％、中学生は

87.3％となっています。前回調査と比べると、毎日食べる小学生の割合が減少しています。

朝食を毎日食べる幼児は93.2％となっています。 

朝食をバランスよく食べている児童・生徒については、「黄色の食品（エネルギーのも

と）」「赤色の食品（体をつくるもと）」「緑色の食品（体の調子を整える）」の３色そろって

いると回答した小学生は41.2％、中学生は38.1％となっています。前回調査と比べると、

小学生・中学生ともに３色そろっていると回答した割合が減少しています。 

引き続き、家族ぐるみで小さな頃から生活習慣を整えるとともに、学校給食等を活用し、

子どもの頃からの食生活の指導と、望ましい食習慣の形成に取り組み、子どもの健やかな

成長・発達を促す必要があります。 

また、年長児保護者で、子育てについて相談する相手がいる人は97.6％となっており、

相談する相手は「配偶者」が76.3％と最も高く、次いで「親や兄弟」が66.9％、「友人」が

54.4％となっており、身近な人物に相談する人が多いことがわかります。 

保護者に対しては、育児に対する不安や悩みを抱え込まずに子育てができるように、子

育て支援パートナーの養成を行う、相談支援者の人材育成と安心して相談できる場や機会

をさらに提供する等の取り組みが必要です。  

毎日食べる 週１～３日食べない 週４～６日食べない 毎日食べない 無回答

回答者数 =

　 294 97.6 1.7 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる 以前はいたが今はいない いない 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 119

令和元年度調査 214

84.9

91.1

8.4

5.1

4.2

0.9

2.5

0.5

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和６年度調査 181

令和元年度調査 122

87.3

82.8

9.4

9.8

1.1

2.5

1.7

4.9

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【 これまでの主な取り組み 】 

・ 母子保健事業を通じて正しい生活習慣の実践について周知・教育を行いました。また、

妊娠期から健康的な生活習慣を身につけられるよう、パパママスクールや食事健康相

談を実施しました。 

・ 市公式ウェブサイトや医療機関にちらしを配布するなどして不妊治療費助成事業の周

知を進め、子どもを望む夫婦を早期の治療に繋げました。 

・ 赤ちゃん訪問を早期に行い、妊娠中や産後の心身が不安定になりやすい時期に対応し、

母親のこころの健康を支えることで育児不安の解消に努めました。 

・ 国の母子保健施策に基づき、令和７年度から１か月児健診費用の助成と５歳児健診を開

始しています。出生後から就学前まで切れ目なく健診を実施し、疾病や異常の早期発見

と育児支援につなげることを目的としています。 

・ 医師会や歯科医師会との会議で健診受診状況を共有し、妊婦健康診査や妊婦歯科疾患検

診について周知を行い受診率の向上を図りました。 

・ 幼稚園、保育園、小中学校の職員及び市役所関係課において、食生活や運動、歯の手入

れなどの生活習慣を整える取り組みを共有・検討を行いました。 

・ 母子健康手帳交付時や幼児健診時に保護者の喫煙状況を確認し、喫煙の悪影響について

周知を行うとともに、受動喫煙防止や禁煙を進める対応を行いました。 

・ 乳幼児健康相談を実施し、個別の状況に合わせて丁寧に対応しました。また、「親子に

こにこ教室」として母と子のグループ教室を開催し、育児支援を継続的に行いました。

さらに、先天性疾患等がある児の保護者を対象としてリフレッシュ会を開催し、育児不

安を抱える保護者に対しては関係機関と連携して対応しました。 

・ 令和６年に子育て世代包括支援センターとこども家庭総合支援拠点を一体化し、「こど

も家庭センター」として、母子保健機能と児童福祉機能の連携を深めました。妊娠期か

ら子育て期にかけて、妊婦や子どもの発達・育児に関する相談支援を行う体制を整備し

ました。関係機関との連絡調整、子育てに関する情報発信、庁内組織間の連携を進め、

切れ目のない支援を実現しました。 
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【 今後の方向性 】 

・ 切れ目のない健診体制を継続し、健診後のフォロー（伴走型相談支援、必要な医療・福

祉につながる支援）を強化します。妊婦健診・妊婦歯科健診の受診率向上に向け、医師

会・歯科医師会と連携して周知します。 

・ パパママスクールをはじめ母子保健事業で保健指導を実施し、ライフステージに応じた

生活習慣の定着（睡眠・食事・運動・口腔・禁煙）を推進します。 

・ 出産前後のメンタルヘルス支援、育児不安への早期介入、関係機関連携（こども家庭セ

ンター、医療、福祉、教育）による見守り体制を強化し、保護者の孤立化防止と虐待予

防につなげます。 

・ 先天性疾患等のある児や保護者への支援（リフレッシュ会等）を継続します。 

・ 不妊治療費補助金交付事業を周知し、妊娠を希望する方の経済的支援を継続します。 

・ こども家庭センターを中心に、母子保健と児童福祉の機能を統合した相談・支援体制を

一層充実し、庁内関係課・地域資源との連携により、切れ目のない支援を推進します。 
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（２）高齢者の健康 

【まずはここから】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

栄養バランスに気をつけ

ている人の増加 

60歳代 80.4％ 77.1％ 85％ × 

70歳以上 73.1％ 60.0％ 85％ × 

日常生活における歩数の

増加 

60歳代 29.0％ 42.3％ 40％ ◎ 

70歳以上 26.8％ 20.0％ 40％ × 

意識的に運動を心がけて

いる人の増加 

60歳代 76.1％ 69.5％ 80％ × 

70歳以上 77.9％ 100.0％ 80％ ◎ 

相談できる相手や場所が

ある人の増加 

60歳代 76.9％ 74.6％ 80％ × 

70歳以上 65.1％ 60.0％ 80％ × 

休肝日を設けていない人

の減少 

60歳代 75.0％ 82.8％ 65％以下 × 

70歳以上 67.9％ 100.0％ 65％以下 × 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 栄養のバランスに「必ず気をつけている」「しばしば気をつけている」「時々気をつけて

いる」を合わせた"気をつけている"が80.7％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

  

１日１回は誰かとおしゃべりしましょう 

回答者数 =

　 410 10.7 39.5 30.5 14.6 4.1 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必ず気をつけている しばしば気をつけている 時々気をつけている

あまり気をつけていない まったく気をつけていない 無回答
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【年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 意識的に身体を動かすように心がけているかについて、「はい」が65.9％となっており

70歳代以上で高くなっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

必ず気をつけている しばしば気をつけている 時々気をつけている

あまり気をつけていない まったく気をつけていない 無回答

回答者数 =

20歳代 44

30歳代 52

40歳代 92

50歳代 95

60歳代 118

70歳代以上 5

6.8

5.8

10.9

11.6

12.7

20.0

47.7

42.3

42.4

34.7

39.0

25.0

44.2

31.5

29.5

25.4

40.0

11.4

3.8

10.9

20.0

18.6

40.0

9.1

1.9

4.3

4.2

3.4

1.9

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 410 65.9 33.4 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

回答者数 =

20歳代 44

30歳代 52

40歳代 92

50歳代 95

60歳代 118

70歳代以上 5

63.6

65.4

59.8

65.3

69.5

100.0

36.4

34.6

38.0

34.7

29.7

2.2

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%



     

 
69 

 

● 心配事や悩み事を相談できる相手や場所があるかについて、「はい」が74.4％となって

おり、70歳代以上で低くなっています。 

 

【一般】 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 飲酒状況は「毎日飲む」が15.9％となっており、20歳代から60歳代にかけて高くなる傾

向にあります。また、休肝日について「休肝日は設けていない」が73.8％となっており、

30歳代から70歳代以上にかけて高くなる傾向にあります。 

 

【一般】 

＜飲酒状況＞ 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 410 74.4 22.9 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

回答者数 =

20歳代 44

30歳代 52

40歳代 92

50歳代 95

60歳代 118

70歳代以上 5

81.8

75.0

72.8

72.6

74.6

60.0

13.6

23.1

25.0

25.3

22.9

40.0

4.5

1.9

2.2

2.1

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 410 15.9 3.7 12.7 25.6 41.7 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎日飲む 週に４～５日飲む 週に１～３日飲む たまに飲む 飲まない 無回答

回答者数 =

20歳代 44

30歳代 52

40歳代 92

50歳代 95

60歳代 118

70歳代以上 5

6.8

5.8

10.9

20.0

22.9

60.0

3.8

7.6

4.2

1.7

4.5

9.6

20.7

12.6

11.0

45.5

32.7

17.4

26.3

20.3

20.0

43.2

48.1

42.4

36.8

43.2

20.0

1.1

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%



 

 
70 

 

【一般】 

＜休肝日の有無＞ 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢期になっても、社会生活を営むために必要な機能を維持するためには、運動機能や

認知機能をできる限り維持すること及び地域活動や就業など何らかの形で社会参加する

ことにより、生きがいや役割を持ち、心身の健康の保持増進を図ることが重要です。 

アンケート調査では、意識的に身体を動かすように心がけていますかについて「いいえ」

が33.4％となっており、令和元年度調査と比較すると割合が増加しています。 

また、心配事や悩み事を相談できる相手や場所について、「はい」が74.4％となっていま

すが、年齢別にみると70歳代以上で低くなっています。 

 

高齢者のさらなる健康寿命の延伸に向けて、運動が気軽にできる環境づくりに取り組む

とともに、心の健康を維持するため相談先の周知を図り、地域とのつながりをもつことが

重要です。 

 

  

回答者数 =

　 80
3.8

5.0 15.0 73.8 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

連続した２日を含む２日以上設けている 連続していないが２日以上を設けている

週１日設けている 休肝日は設けていない

無回答

回答者数 =

20歳代 3

30歳代 5

40歳代 17

50歳代 23

60歳代 29

70歳代以上 3

20.0

8.7

20.0

5.9

4.3

3.4

33.3

20.0

35.3

8.7

6.9

66.7

40.0

58.8

78.3

82.8

100.0

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【 これまでの主な取り組み 】 

・ 出前講座等でフレイル予防や歯科に関する講話、社会参加の効果、必要性の周知を行い、

自己の健康管理に結びつくよう啓発を行いました。 

・ 特定保健指導において、喫煙習慣や飲酒の適正量について指導や助言を行いました。 

・ 地域ケア会議※において、ケース対応や地域課題の検討を行うとともに、多くの高齢者

が参加しているボランティア活動を支援しました。 

 

 

【 今後の方向性 】 

・ 自分に合った健康づくりを実践・継続して生活習慣病や認知症を予防し、健康寿命を延

ばします。 

・ 出前講座等を通じ、高齢期に向けての健康づくりや高齢期における健康課題を伝え、自

身の健康管理に努められるよう啓発を行います。 

・ 地域とのつながりを積極的にもつことで仲間づくりや生きがいづくりにつなげ、閉じこ

もりや孤立化を防ぎます。また、社会参加の効果や必要性を周知する活動を行います。 

 

 

※地域ケア会議：高齢者が住み慣れた地域で尊厳を保持しながら、その人らしい生活を最

期まで送り続けられるよう、地域包括支援センターや市町村が主催する。多職種が連携・

協働して地域課題の解決を囲む話し合いの場。（介護保険法 第115条の48） 
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４ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

（１）地区組織・民間事業所との連携・協働 

【まずはここから】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

地域の人々はお互いに助け合って 

いると思う人の増加 
57.5％ 45.1％ 65％ × 

 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 地域の人々は、お互いに助け合っているかについて、「強くそう思う」「どちらかといえ

ばそう思う」を合わせた"そう思う"が45.1％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

地域社会の健康づくりを進めるうえで、行政単独での対応は限界があり、地区組織や民

間事業所との連携・協働が欠かせません。アンケート調査では、お互いに助け合っている

と回答した割合が45.1％と留まり、令和元年度よりも減少しており、地域内でのつながり

が弱くなっていることがうかがえます。 

しかし本市では、「８０２０推進員」や「食生活健康推進会」などが地域において様々な

活動を行っており、これらの地区組織と協力し、住民主体の健康づくりを進めていく必要

があります。 

また、健康経営の視点を取り入れ、市内企業や事業所との連携を強化し、働き盛り世代

が健康的な生活習慣を実践できるよう支援することも重要です。  

住んでいる地域に関心を持ち、地域活動をすすめましょう 

回答者数 =

　 410 2.9 42.2 34.1 12.0 8.3 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

強くそう思う どちらかといえばそう思う どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない まったくそう思わない 無回答
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【 これまでの主な取り組み 】 

・ 8020推進員や食生活健康推進会などの地域ボランティアと協働し、歯科保健や食育の 

啓発に取り組んできました。新型コロナウイルスの影響により、通常どおり実施できな

い場面も多くありましたが、規模の縮小や方法の工夫を行いながら、継続して実施しま

した。 

・ 市内企業と連携し、出張健康教室、健康診断受診勧奨など、働く世代への健康づくり支

援を行いました。 

・ 健康経営の普及を図るため、県主催の会議に参加し、関係機関との情報共有を通じて健

康経営に関する知識の向上に努めてきました。 

 

 

【 今後の方向性 】 

・ 市が主体となって推進するだけでなく、市民が主体的に推進する取り組みを支援しま

す。 

・ 地区組織・ボランティア団体・民間事業所など地域で行われている活動の周知を図り、

住民の社会参加を促進します。 

・ 各団体への新規加入者の獲得を目指すなど、各事業の見直しを行い、今後の活動につい

て検討をすすめます。 
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（２）地域医療 

【まずはここから】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

かかりつけ医をもっている人の増加 63.9％ 63.7％ 70％ × 

 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 家族の病気の予防や健康管理について相談できる「かかりつけ医」を持っているかにつ

いて、「はい」が63.7％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

地域医療の充実を図るうえで、自身や家族の健康を相談できる「かかりつけ医」を持つ

ことは、住民の健康管理や疾病予防を効果的に進めるために非常に重要です。 

アンケート調査では、かかりつけ医を持っていると回答した住民の割合は63.7％、持っ

ていないと回答した割合は35.1％となっています。 

かかりつけ医の不在は、疾病の早期発見・早期治療が遅れるリスクを高めるほか、緊急

時の適切な医療を受ける体制に不安をもたらす原因にもなるため、かかりつけ医を持つ重

要性や医療機関の情報を住民に広く周知する取り組みを推進することが重要です。 

 

  

かかりつけ医、かかりつけ歯科医及び 

かかりつけ薬剤師・薬局をもちましょう 

回答者数 =

　 410 63.7 35.1 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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【 これまでの主な取り組み 】 

・ 毎月の広報紙における救急当番医の掲載や医師会や歯科医師会との連携会議の開催、医

療のあり方検討会を実施し、関係機関と地域医療の問題点について共有・検討しました。

今後も継続協議していきます。 

・ 沼津医師会救急医療委託事業、歯科休日救急医療委託事業、沼津夜間救急医療センター

運営事業、裾野地区医師会等交付金、広域救急ドクターバンク運営費負担金を実施しま

した。 

・ 受診方法やかかりつけ医の必要性について、成人訪問、重症化予防訪問、特定保健指導

の中で必要性に応じて指導を行いました。 

・ 医療従事者を対象に医療救護訓練をコロナ禍を除き、毎年実施しました。また、災害時

に関する市民を対象とした啓発として、医療救護講演会を実施しました。令和３年度は

コロナ禍で未実施、令和６年度は気象警報のため中止しました。 

・ 乳幼児、児童、高齢者等を対象に予防接種法に基づいた予防接種事業を実施するととも

に、疾患やワクチンに関する資料を同封し、正しい知識の普及を行いました。 

・ 高齢者を対象に結核検診を実施し、発生予防とまん延防止に努めました。 

 

 

【 今後の方向性 】 

・ 医療資源を有効に活用するため、救急医療等の適切な受診方法について周知を図りま

す。また、医療職不足や需要増加などの課題に対し、関係機関と連携した現行事業を継

続し、誰もが安心して医療を受けられる体制を維持・構築します。 

・ 日頃から何でも相談できるかかりつけ医をもつことを周知して重複受診や多受診を防

ぎ、自分に合った治療を受けられることを推進します。 

・ 自然災害等に備え、日頃から避難生活において必要な備蓄と定期的な点検を行うことを

推進します。 

・ 平時から感染症の発生予防に取り組むとともに、患者発生時には静岡県等の関係機関と

連携し、感染症の拡大及びまん延の防止のため保健医療体制の整備に取り組みます。 

・ 予防接種や感染予防対策及び標準化について国の動向を注視し、変化があった場合には

迅速に対応できるよう情報収集及び調整を継続して行います。 
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第 ５ 章 
食育推進の具体的な取り組み 

 

１ 食に関心を持とう 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

食育に関心がある人の増加 61.9％ 58.5％ 70％ × 

食事の際に「いただきま

す、ごちそうさま」の挨拶

をしている人の増加 

小学生 94.9％ 97.4％ 
100％ 

○ 

中学生 93.5％ 95.6％ ○ 

一般 77.5％ 79.8％ 85％ ○ 

 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 「食育」の関心について、「関心がある」「どちらかといえば関心がある」を合わせた"関

心がある"が58.5％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

  

食に関心を持ち、食に感謝する心を持ちます 

回答者数 =

　 410 16.8 41.7 19.5 13.2 7.8 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関心がある どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない 関心がない

わからない 無回答
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● 食事の際に「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをしているかについて、「必ず

している」が45.9％と最も高く、次いで「しばしばしている」が20.7％、「時々してい

る」が13.2％となっており、「まったくしていない」で、年代が上がるにつれ高くなる

傾向にあります。小学生では、「必ずしている」が69.7％、「ときどきしている」が27.7％。

中学生では、「必ずしている」が78.5％、「ときどきしている」が17.1％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生・中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 410 45.9 20.7 13.2 9.8 9.5 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必ずしている しばしばしている 時々している あまりしていない

まったくしていない 無回答

回答者数 =

20歳代 44

30歳代 52

40歳代 92

50歳代 95

60歳代 118

70歳代以上 5

40.9

57.7

51.1

38.9

45.8

27.3

30.8

29.3

9.5

14.4

60.0

9.1

5.8

9.8

21.1

14.4

20.0

15.9

5.8

6.5

10.5

11.0

6.8

3.3

16.8

13.6

20.0

3.2

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

小学生 119

中学生 181

69.7

78.5

27.7

17.1

2.5

4.4

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必ずしている ときどきしている していない 無回答
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食育の推進においては、個人が食事内容や食事の取り方に関する適切な知識を持ち、そ

れを生活習慣の中で実践していけるかどうかが重要になります。 

食育の関心については、「第４章 健康づくりの推進」に記載のとおり、近年減少傾向に

あります。 

また、食事の際に「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつについて、「まったくし

ていない」人は年代が上がるにつれ高くなる傾向にあります。 

食育の啓発だけではなく、知識を普及させる環境や場についても考慮し、食に対して関

心を持ち、食に感謝するとともに、食育に対する理解を深められることができる環境づく

りを進めていくことが必要です。 

 

【 これまでの主な取り組み 】 

・ 毎月の給食だよりや食育だよりの発行、各小学校のホームページを通じて、献立の紹介

や食に関する情報提供を行いました。 

・ 毎月19日食育の日において学校での啓発やのぼり旗を立てるなど、食育の日を周知しま

した。 

・ 出前講座を通じて、適切な食生活や食に関する啓発を行い、食育への関心を高めるよう

取り組みました。 

・ 健康と歯のフェスティバル、フェスタすその、コミュニティまつり等のイベントにおい

て、クイズや計測を取り入れながら食育の普及・啓発活動を実施しました。 

・ 米の苗植え・収穫体験や農業まつり、軽トラ市の開催を通じて、米飯を推進しました。 

・ 小中学校において、食に関するアンケート調査を実施し、実態を把握するとともに給食

献立作成や栄養指導に活用しました。 

・ 各園で野菜の栽培や収穫、調理体験を実施しました。 

 

【 今後の方向性 】 

・ 食育に関わる関係者が連携・協力して、食に関する適切な情報提供を行います。 

・ 対象者に合わせた内容でかつ体験等を多く取り入れた、効果的な啓発を実施します。 

・ 「もったいない」の心を持って、食べ残しを減らすといった環境に配慮した取り組みを

推進します。 

・ 子どもや保護者が楽しみながら食に関心を持つことができるよう、学校や幼稚園・保育

園等と連携した取り組みを推進します。 

・ 農林漁業の現場を学び、体験し、探究心を育むことができるよう、関係者と連携し、さ

まざまな体験活動を通じて、食に関する感謝の気持ちや理解が自然に深まる取り組み

を推進します。  
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２ 食を楽しもう 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

次世代に伝えたい料理や味がない、

知らない人の減少 
29.5％ 34.6％ 20％以下 × 

地場産物を食事に取り入れている人

の増加 
53.7％ 49.3％ 60％ × 

学校給食での地場産物を使用する 

割合の増加 
44.9％ 54.3％ 45％ ◎ 

朝食を一人で食べる子ど

もの割合の減少 

小学生 28.5％ 44.5％ 20％以下 × 

中学生 41.0％ 21.0％ 30％以下 ◎ 

 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 朝食を家族と一緒に食べることはあるかについて、朝食では、「ほとんどしない（一人

暮らしも含む）」が37.1％と最も高くなっています。また、「ひとりで食べる」が小学生

で44.5％、中学生で21.0％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

【小学生・中学生】 

 

  

食を通じたコミュニケーションをとり、食を楽しみます 

回答者数 =

　 410 35.6 6.3 10.5 8.5 37.1 2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど毎日 週に４～５日

週に２～３日 週に１日程度

ほとんどしない（一人暮らしも含む） 無回答

回答者数 =

小学生 119

中学生 181

31.1

29.8

7.6

21.0

13.4

23.2

44.5

21.0

2.5

2.8

0.8

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族そろって食べる おとなの誰かと食べる 子どもだけで食べる

ひとりで食べる その他 無回答
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● 地域や家庭で受け継がれてきた料理や味を次世代に伝えたいものがあるかについて、

「伝えたいものがない、知らない」が34.6％と最も高く、次いで「伝えたいものがある

が、実際に伝えていない、または今後伝えたい」が32.4％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

● 「地産地消」の関心は、「関心がある」「まあまあ関心がある」を合わせた"関心がある"

が68.1％となっています。また、地場産物を食事に「取り入れている」が49.3％となっ

ています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

毎日の生活の中で食は大きな楽しみであり、家族や友人等との食を通じたコミュニケー

ションにより、豊かな心を育むとともに心身の健康の基本となるものです。 

アンケート調査結果では、朝食を家族と一緒に食べることはほとんどしない（一人暮ら

しも含む）人が37.1％と最も高く、令和元年度調査と比較すると割合が増加しています。

小学生では、「ひとりで食べる」の割合が44.5％と最も高く、中学生では、21.0％となって

います。 

食育の場として家庭は高い比重を占めると考えられます。子どもにとって家庭は食事に

関する知識や作法を身につける大切な場です。したがって、朝食を家族で一緒に取ること

は食育の推進にとって非常に大きな意味を持ちます。共食の頻度が上がるよう取り組むこ

とで、家族とコミュニケーションを取りながら一緒に食事をし、食の楽しさを実感する機

会を増やしていくことが重要です。 

また、「地産地消」について、アンケート調査結果では、「関心がある」「まあまあ関心があ

る」を合わせた"関心がある"が 68.1％と高いものの、地場産物を食事に取り入れている人は

49.3％にとどまっています。これは、入手場所の限られた流通環境、価格差、調理方法の情

報不足など、家庭での実践における行動障壁が背景にあると考えられます。 

伝えたいものがあり、実際に伝えている

伝えたいものがあるが、実際に伝えていない、または今後伝えたい

伝えたいものがない、知らない

わからない

無回答

回答者数 =

　 410 11.2 32.4 34.6 20.7 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関心がある まあまあ関心がある あまり関心がない 関心がない

わからない 無回答

回答者数 =

　 410 23.7 44.4 17.1 9.3 4.9 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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地産地消は生産者の顔が見える地元で採れた新鮮で安全な農産物の供給とともに、流通

にかかる環境負荷の少ない仕組みであることから、食の安全・安心を確保していく重要な

取り組みとなります。 

地産地消を推進するために、地域の特産品や伝統的な食材を活用した郷土料理や伝統料

理等を地域や家庭で受け継いでいくことが重要であり、地元の食材に対する認識を高め、

地域の食文化を支えることにつながります。これらの料理を積極的に提供し、地域住民や

観光客にアピールすることで、地産地消の推進につなげるとともに、食生活が自然の恩恵

の上に成り立ち、食に関わる人（生産者・流通者・製造者・消費者）に支えられているこ

とを交流や体験を通じて理解し、感謝の念を深めることができる環境づくりの推進が必要

です。 

 

 

【 これまでの主な取り組み 】 

・ 各園や小学校において、野菜の栽培や米作りなどを通じた共同体験を行いました。また、

地域と連携しながら食農体験を行い、交流を深めました。 

・ 裾野市特産のモロヘイヤを使用した野菜クッキーの配布や、「するがの極」「すくすく米」

を学校給食に提供し、地場産物の啓発を行いました。また、ふるさと給食週間（６月）、

ふるさと給食の日（毎月19～23日）に地場産物を使った共通の給食を実施しました。 

・ 幼稚園、保育園、小学校、中学校において行事食を実施したり、ふじっぴー給食、すそ

の頂飯を実施しました。 

 

 

【 今後の方向性 】 

・ 共食の意義や効果を発信するとともに、こども食堂等の共食の場の提供等への支援等を

通じて、共食を希望する人が安心して参加できる環境づくりを進めます。 

・ 市民の地産地消への関心は高いことから、地場産物を使ったレシピ紹介や旬の食材に関す

る情報提供を充実し、販売事業者との連携や情報発信の工夫を通じて、地産地消や旬産

旬消を推進します。 

・ 給食や様々なイベント・教室等において地場産物を活用し、周知します。 

・ 日本型食生活の良さを取り入れたり、季節の行事食を作る等、地域の食文化や料理を伝

え合う取り組みを推進します。 

・ 食品ロスの削減など環境への負荷低減の取り組みへの理解を促進します。 
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３ 食で元気になろう 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

朝食を毎日食べる人の 

増加 

幼・保 93.9％ 93.2％ 
100％ 

× 

小学生 91.1％ 84.9％ × 

中学生 82.8％ 87.3％ 

90％ 

○ 

20歳代 53.6％ 61.4％ ○ 

30歳代 85.0％ 73.1％ × 

平均 81.3％ 80.0％ × 

栄養バランスに気をつけ

ている人の増加 

小学生 55.1％ 41.2％ 60％  × 

中学生 42.6％  38.1％ 50％ × 

一般 78.8％ 80.7％ 85％ ○ 

野菜を食べている人の増加※１ 11.6％ 8.0％ 20％ × 

野菜料理を毎食１皿以上食べる人の

増加 
52.7％ 46.6％ 60％ × 

料理のとき、薄味に調味

している（してもらって

いる）人の増加 

男性 50.0％ 36.4％ 60％ × 

女性 70.7％ 57.6％ 80％ × 

平均 60.4％ 47.0％ 70％ × 

※１ １日に野菜350g(食事バランスガイドの５つ分)以上とっている人の割合 

 

  

栄養バランスがとれ、健全な食生活を実践します 
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【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 朝食の摂食状況は、「ほとんど毎日食べる」が78.0％となっています。また、「毎日食べ

る」は幼稚園・保育園児で93.2％、小学生で84.9％、中学生で87.3％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

【幼稚園・保育園年長児】 

 

 

 

 

【小学生・中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

● 普段の食事で栄養のバランスに気をつけているかについて、「必ず気をつけている」「し

ばしば気をつけている」「時々気をつけている」を合わせた"気をつけている"が80.7％

となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

  

ほとんど毎日食べる 週２～３日食べない 週４～５日食べない

ほとんど食べない 無回答

毎日食べる 週４～６日 週１～３日 食べない 無回答

毎日食べる 週１～３日食べない 週４～６日食べない 毎日食べない 無回答

回答者数 =

　 410 78.0

5.6

2.7 12.9 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 294 93.2

4.1

1.7

0.7

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

小学生 119

中学生 181

84.9

87.3

8.4

9.4

4.2

1.1

2.5

1.7

0.0

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 410 10.7 39.5 30.5 14.6 4.1 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必ず気をつけている しばしば気をつけている 時々気をつけている

あまり気をつけていない まったく気をつけていない 無回答
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● 塩分をとりすぎないように気をつけていることとして、「めん類の汁を残すようにして

いる」が66.8％、「味のついているおかずに、しょう油・ソース・塩などをかけないよ

うにしている」が65.6％、「干物やちりめんじゃこ、漬物などをとりすぎないようにし

ている」が65.1％、「生姜やこしょう、柚子、ハーブなどの香辛料をよく使う」が54.4％、

「加工食品、インスタント食品、味付けの濃い出来合いのお総菜などをとりすぎないよ

うにしている」が53.9％、「料理のとき、薄味に調味している（してもらっている）」が

47.1％、「調味料や食品を購入する際に、塩分が少ないものを選んで購入している」が

38.5％、「天然のだしを使っている」が30.7％となっています。 

 

【一般】（項目別回答率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各質問に対して「取り組んでいる（はい）と 

回答した人の割合 

 

● 副菜（野菜・きのこ・いも・海藻などをつかった料理のこと）を朝・昼・夕の食事の合

計で１日にどのくらい食べていますかについて、「２つ分」が24.9％と最も高く、次い

で「３つ分」が23.9％、「１つ分」が19.8％となっています。（適正量は「５つ分以上」） 

 

【一般】 

 

 

 

  

回答者数 = 410 ％

めん類の汁を残すようにしている

味のついているおかずに、しょう油・ソース・塩
などをかけないようにしている

干物やちりめんじゃこ、漬物などをとりすぎない
ようにしている

生姜やこしょう、柚子、ハーブなどの香辛料をよ
く使う

加工食品、インスタント食品、味付けの濃い出来
合いのお総菜などをとりすぎないようにしている

料理のとき、薄味に調味している（してもらって
いる）

調味料（しょう油や味噌、マヨネーズなど）や食
品（ハムや漬物など）を購入する際に、塩分が少
ないものを選んで購入している

天然のだしを使っている

66.8

65.6

65.1

54.4

53.9

47.1

38.5

30.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

　 410 8.0 14.6 23.9 24.9 19.8 7.6 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５つ分以上 ４つ分 ３つ分 ２つ分 １つ分 ほとんど食べていない 無回答
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毎日の食事は、心身の健康を維持し、１日の生活リズムを整えるための重要な基盤です。

特に朝食は、エネルギー補給だけでなく、集中力の向上や生活習慣病予防にも関わる重要

な役割を担っています。 

アンケート調査では、朝食を「ほとんど毎日食べる」と回答した人の割合が前回調査よ

り減少しており、小学生・中学生においても、一人で朝食を取る割合が一定数みられます。 

近年、家庭の生活リズムの多様化や保護者の勤務形態の変化、通学準備の忙しさなど、

朝食の欠食や簡略化につながる背景が指摘されています。こうした状況の中で、栄養バラ

ンスに配慮した食事を毎日継続することは、子どもの健やかな成長に不可欠であり、大人

にとっても健康的な生活習慣を形成するために重要です。 

そのため、家庭で無理なく取り組める朝食づくりの工夫や、野菜摂取・減塩などの実践

的な食習慣の改善を支援し、誰もが日々の食事を通じて元気に過ごせるような環境づくり

を進めていきます。食卓の形態にかかわらず、朝食習慣の定着と栄養バランスの改善を図

ることで、健康づくりにつながる“食の力”を発揮していくことを目指します。 

 

 

【 これまでの主な取り組み 】 

・ 給食におけるお茶を食べ茶（ちゃ）おう献立、そら豆、とうもろこしの皮むき体験、ふ

るさと給食、ふじっぴー給食、すその頂飯等を通じて、食の知識の定着を図りました。 

・ 寄り道試食会を通して野菜や減塩メニューの紹介等の食育に関する啓発を行いました。 

・ 地域における出前講座や研修会、健診や各種教室等の機会を通じて、食に関する啓発や

相談を行いました。 

・ 生活習慣病予防健診の事後指導を通じて、食習慣に関する指導を行いました。また、小

中学生においては、長期休暇前に、肥満傾向の児童へ個別指導を実施しました。 

 

 

【 今後の方向性 】 

・ 子どもの頃から、食生活が毎日の活動や健康づくりに重要であるということを学び、生

涯を通じて実践できる取り組みを推進します。 

・ 特に働き盛り世代に対して、忙しい毎日の中でも取り組める具体的な方法の提示や、適

切な食習慣の実践を継続する支援など、健全な食生活の実践に向けた「大人の食育」を

推進します。 

・ 大規模な自然災害等の発生に備え、ローリングストックの手法など食品の家庭備蓄に関

する重要性について普及啓発を行います。 
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４ 食育の輪を広げよう 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 「食育」の関心について、「関心がある」「どちらかといえば関心がある」を合わせた"関

心がある"が 58.5％、「どちらかといえば関心がない」「関心がない」を合わせた"関心がな

い"が 32.7％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

● 地域や家庭で受け継がれてきた料理や味を次世代に伝えたいものがあるかについて、「伝

えたいものがない、知らない」が 34.6％と最も高く、次いで「伝えたいものがあるが、 

実際に伝えていない、または今後伝えたい」が 32.4％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

食育への関心についてアンケート調査結果では、「関心がある」「どちらかといえば関心

がある」を合わせた"関心がある"が58.5％となっています。 

今後、市民自らが積極的に食育に取り組めるようにするためには、地域全体で食育に関

心を持ち、食育活動を推進していくことが大切です。そのため、地域で食育に関する取り

組みや活動を行っている団体等とネットワークを構築し、協働して活動ができる基盤づく

り、食生活や食育事業の推進に関わる団体等の人材の確保が必要です。 

食を通じた繋がりを広げ、食文化を継承していきます 

回答者数 =

　 410 16.8 41.7 19.5 13.2 7.8 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関心がある どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない 関心がない

わからない 無回答

伝えたいものがあり、実際に伝えている

伝えたいものがあるが、実際に伝えていない、または今後伝えたい

伝えたいものがない、知らない

わからない

無回答

回答者数 =

　 410 11.2 32.4 34.6 20.7 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【 これまでの主な取り組み 】 

・ 調理従事者と職員を対象に衛生管理や調理技術の向上を目的として講習会を実施しま

した。 

・ コロナ禍以降、食育ボランティアとともに行っていた幼稚園、保育園、小学校での料理

教室が中止になっています。 

・ 裾野市食生活健康推進会の募集を行うとともに、食育ボランティアに入会した会員に対

して研修等を行いました。 

・ すその健康増進プラン及び食育担当者会議、食育ネットワーク会議を開催し、ネットワ

ークや連携強化を図り、食育を推進しています。 

 

 

【 今後の方向性 】 

・ 地域で食育を積極的に推進するために、食生活健康推進会会員を定期的に養成し、知識

や技術向上のための研修も実施することで、会の育成・充実を目指します。 

・ 本市で実施されている行政や教育機関、保健福祉機関等をはじめ、食の生産、流通、販

売に関わる事業者、関係団体やＮＰＯ、ボランティアなどの組織による様々な取り組み

を活かし、積極的に食育を推進できるよう、ネットワークが活性化する取り組みを推進

します。 

・ 大規模災害時における食と栄養の確保に関する取り組みが十分に実施できていない現

状を踏まえ、今後は、平時からの備えとして、誰もが利用しやすい食品備蓄の普及啓発

や、災害時に必要となる栄養・食事支援に関する情報提供体制の整備を進めます。また、

関係機関や地域団体と連携し、災害時における食支援の体制づくりを段階的に推進し

ます。 
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第 ６ 章 
歯と口腔の健康づくりの具体的な取り組み 

 

１ 健康な歯と口腔の形成 

【 目指す姿 】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

自分で歯みがきをした 

子どもの増加 
年長児 87.7％ 85.4％ 95％ × 

仕上げみがきをする 

保護者の増加 

年長児の 

保護者 
82.2％ 84.0％ 90％ 〇 

むし歯を経験した幼児 

の減少 
年長児 30.9％ 19％ 20％以下 ◎ 

 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 昨晩、お子さんは寝る前に自分で歯磨きをしましたかについて、「はい」が85.4％、「い

いえ」が14.6％となっています。令和元年度調査と比較すると、大きな変化はみられま

せん。 

 

【幼稚園・保育園年長児】 

 

 

 

 

 

 

  

規則正しい生活習慣、バランスのとれた食事によって、 

健康な歯と口腔をつくります 

回答者数 =

令和６年度調査 294

令和元年度調査 359

85.4

87.7

14.6

12.0 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答



     

 
89 

 

● 昨晩、お子さんの歯を仕上げ磨きしましたかについて、「はい」が84.0％、「いいえ」が

15.6％となっています。令和元年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

【幼稚園・保育園年長児】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

むし歯（う蝕）は有病率が世界で最も高い疾患であり、歯科疾患実態調査によれば国民

の約３割が未処置のむし歯がある状況です。また、むし歯は歯の喪失の主要な原因の一つ

であり、生涯にわたる歯科口腔保健の推進に向けて、その予防が非常に重要です。 

アンケート調査結果では、就寝前に自分で歯磨きをしない年長幼児が14.6％となってい

ます。 

また、年長幼児の仕上げみがきをしない保護者は15.6％となっています。 

今後は、乳幼児健診や各種教室等の機会を通じて、市民に仕上げみがきの重要性を周知

啓発するとともに、歯や口腔の手入れの方法についての具体的な手技を指導していく必要

があります。 

 

 

【 これまでの主な取り組み 】 

・ 妊産婦・乳幼児を対象とした健診、教室、相談および実技指導を引き続き実施して 

きました。 

・ 妊婦歯科疾患検診や成人歯周疾患検診を継続し、受診率向上に向けた取り組みを行って

きました。 

・ 歯科検診や歯・口の健康相談、講話および指導アドバイスを実施し、実技指導の充実に

努めてきました。 

・ ４歳児口腔衛生指導において、園への説明および実技指導の実施を図ってきました。 

・ イベント、店頭での啓発活動やホームページ、広報紙等を活用した口腔の健康情報の 

提供の啓発に取り組んできました。 

 

  

はい いいえ 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 294

令和元年度調査 359

84.0

82.2

15.6

17.8

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【 今後の方向性 】 

・ 健康な歯と口腔をつくるため、正しい食事や生活習慣の実践を推進し、早寝早起きや適

度な身体活動を取り入れる生活リズムの整備を図っていきます。 

・ むし歯予防のため、歯みがき習慣やフッ化物利用、歯間部清掃用具の活用を促進すると

ともに、妊産婦期から乳幼児期、児童期・思春期、青年期、壮年期、高齢期まで各段階

に応じた定期検診と指導の体制を強化していきます。 

・ 指標の評価を踏まえ、子ども自身による正しい歯みがきの定着や、保護者による仕上げ

みがきの指導をさらに充実させる方向で取り組んでいきます。 

・ 各種健診、講話、指導アドバイスにおいては、感染対策を十分に講じながら実技指導や

啓発活動の内容、方法、時期についても見直し、より効果的な支援を進めていきます。 

・ ２歳児対象のフッ化物塗布事業は、令和７年度から従来の教室形式を個別形式に変更し

ています。利便性向上による塗布率の向上と、かかりつけ歯科医を持つきっかけとなる

ことを期待し、乳幼児期からのむし歯予防を推進します。 
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２ ８０２０の推進 

【 目指す姿 】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

妊婦歯科疾患検診受診

率の増加 
妊婦 40.4％ 45.5％ 50％ ○ 

成人歯周疾患検診受診率の増加 

（36・38・40・42・44・46・48・50・

55・60・65・70歳） 

9.0％ 9.1％ 10％ ○ 

治療以外で１年に１回

以上定期的な歯の検診

を受けている人の増加 

20歳以上 40.7％ 35.6％ 50％ × 

歯周病と生活習慣病の

関連性の認知度の増加 
20歳以上 67.5％ 72.7％ 75％ ○ 

喫煙が歯周病に影響す

ることの認知度の増加 
20歳以上 25.9％ 27.3％ 35％ ○ 

歯間部清掃用具の使用

率の増加 
20歳以上 53.1％ 57.8％ 60％ ○ 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 過去１年間に歯科の治療・検診・指導を受けましたかについて、「何も受けていない」

が36.3％と最も高く、次いで「歯科検診を受けた」が35.6％、「むし歯の治療を受けた」

が32.4％。「歯周病の治療を受けた」は8.8％となっています。 

 

【一般】（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

  

毎食後に歯や口腔の手入れを行うと共に、 

定期検診を受け、歯周病による歯の喪失を防ぎます 

回答者数 = 410 ％

歯科検診を受けた

むし歯の治療を受けた

歯周病の治療を受けた

専門家による歯みがき指導を受けた

何も受けていない

無回答

35.6

32.4

8.8

7.8

36.3

1.2

0 20 40 60 80 100
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● 歯周病と生活習慣病（糖尿病、心臓病など）が互いに影響することを知っていますかに

ついて、「はい」が72.7％、「いいえ」が27.1％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「はい」の割合が増加しています 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

● 喫煙の健康への影響について知っているものについて、「肺がん」が94.1％と最も高く、

次いで「気管支炎」が53.7％、「妊娠に関連した異常」が45.1％。「歯周病」は27.3％。

令和元年度調査と比較すると、「気管支炎」の割合が減少しています。 

【一般】（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

72.7

67.5

27.1

28.3

0.2

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

令和６年度調査

（回答者数 = 410）

令和元年度調査

（回答者数 = 499）

％

肺がん

気管支炎

妊娠に関連した異常

喉頭がん

動脈硬化

喘息

脳卒中

心臓病

高血圧

皮膚の老化

ＣＯＰＤ

歯周病

シミ・シワ

胃潰瘍・十二指腸潰瘍

わからない

無回答

94.1

53.7

45.1

43.2

42.2

37.3

36.8

33.9

33.2

28.3

28.0

27.3

24.1

11.7

2.2

1.7

93.0

63.7

48.9

47.5

45.7

40.7

37.3

38.3

35.5

28.5

27.7

25.9

20.2

12.0

1.6

3.4

0 20 40 60 80 100
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● デンタルフロスや糸ようじ、歯間ブラシなどの歯間部清掃用具を使用していますかに

ついて、「はい」が57.8％、「いいえ」が41.7％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯周病は、歯の喪失をもたらす主要な原因疾患の１つであるとともに、糖尿病や循環器

疾患等の全身疾患との関連性も指摘されていることから、その予防は生涯を通じての重要

な健康課題のひとつです。 

アンケート調査結果では、過去１年間に歯科の治療・検診・指導を受けたかについて、

何も受けていない人が36.3％と最も高くなっており、歯間部清掃用具を使用していない人

は41.7％となっています。 

また、歯周病と生活習慣病（糖尿病、心臓病等）が互いに影響することを知らない人は、

27.1％となっており、喫煙が歯周病に影響することを知っている人は27.3％となっていま

す。 

歯科医師会や歯科衛生士会等と連携しながら、セルフケアの推進やかかりつけ歯科医を

定期的に受診することの必要性を普及啓発することが必要です。 

また、歯周病と生活習慣病や喫煙の関連性等、歯周病の知識を市民に周知する必要もあ

ります。 

 

 

【 これまでの主な取り組み 】 

・ 成人歯周疾患検診や妊婦歯科疾患検診の推進により、予防・早期発見への意識向上を 

図ってきました。母子健康手帳の交付時には妊婦歯科疾患検診の勧奨を実施し、受診率

向上に取り組んできました。 

・ 幼児健診では歯科検診を行い、異常の早期発見・早期治療につなげた他、必要に応じて

ブラッシングの具体的な手技について歯科衛生士が指導しました。 

・ 健康と歯のフェスティバルやコミュニティまつり等のイベント・出前講座で、かかりつ

け歯科医をもち定期的に歯科検診を受ける必要性について啓発を行いました。 

 

  

はい いいえ 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

57.8

53.1

41.7

44.7

0.5

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【 今後の方向性 】 

・ かかりつけ歯科医による検診を含めた成人歯周疾患検診や妊婦歯科疾患検診の受診 

促進をさらに強化していきます。 

・ 定期的な歯の検診受診率の改善に向け、治療以外の予防検診の重要性を地域住民に啓発

していきます。 

・ 栄養バランスのとれた食事、質の良い睡眠、適度な運動、禁煙による免疫力向上を図る

生活習慣の改善を促進していきます。 

・ 歯周病と生活習慣病の関連性や喫煙の影響、歯間部清掃用具の使用の効果についての 

情報発信を強化し、健康意識のさらなる向上を目指していきます。 

・ イベントや店頭での啓発活動などの取り組みを柔軟に見直し、引き続き推進します。 

  



     

 
95 

 

３ 口腔機能の維持・向上 

【 目指す姿 】 

 

 

 

 

 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 毎食後に歯磨きや義歯の清掃など、歯や口の手入れをしていますかについて、「１日２

回行っている」が47.3％と最も高く、次いで「毎食後行っている」が32.0％、「１日１

回行っている」が13.9％となっています。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 噛んで食べるときの歯の状態について、「何でも噛んで食べることができる」が83.9％

と最も高く、次いで「一部噛めない食べ物がある」が13.7％となっています。 

年齢別にみると、「一部噛めない食べ物がある」で、20歳代から70歳代以上にかけて高

くなる傾向にあります。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

 

  

「オーラルフレイル」（口腔の衰え）を招かないよう、 

口腔機能の維持・向上を図ります 

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

32.0

35.1

47.3

40.1

13.9

18.8

4.1

2.4

2.2

1.2

0.5

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎食後行っている １日２回行っている １日１回行っている 行わない日がある

ほとんど行わない 無回答

回答者数 =

　 410 83.9 13.7

1.0

0.7 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

何でも噛んで食べることができる 一部噛めない食べ物がある

噛めない食べ物が多い 噛んで食べることはできない

無回答



 

 
96 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食べる喜び、話す楽しみ等のＱＯＬ（生活の質）の向上を図るためには、乳幼児期や青

年期において適切な口腔機能を獲得し、壮年期以降では口腔機能の維持を図るとともに、

口腔機能が低下した際は回復及び向上を図っていくことが重要です。 

アンケート調査結果では、毎食後に歯や口の手入れをしている人が32.0％となっていま

す。 

また、歯の状態について、一部噛めない食べ物があると答えた人が13.7％となっており、

20歳代から70歳代以上にかけて高くなる傾向があります。 

引き続き毎食後の口腔ケアを推奨していくとともに、歯科医院での定期的な清掃も行う

ように促す必要があります。 

なお、高齢期における口腔機能低下の予防・改善に向けて、市による口腔機能の維持・

向上の支援活動を推進することも必要です。 

  

回答者数 =

20歳代 44

30歳代 52

40歳代 92

50歳代 95

60歳代 118

70歳代以上 5

93.2

94.2

90.2

82.1

72.9

60.0

4.5

5.8

9.8

14.7

22.0

40.0

1.1

2.5

2.3

1.1

0.8

1.1

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

何でも噛んで食べることができる 一部噛めない食べ物がある

噛めない食べ物が多い 噛んで食べることはできない

無回答



     

 
97 

 

【 これまでの主な取り組み 】 

・ 唾液腺マッサージや舌体操の実践方法の普及と、摂食機能の維持・向上に向けた啓発 

活動を行ってきました。 

・ 義歯が必要な方に対しては、歯科医師への受診や相談につながるよう情報提供や支援を

行い、適切な義歯の作成・調整につながるよう努めてきました。 

・ 残存歯や義歯の手入れについて、定期的な歯科医院での清掃を推進することで、口腔内

の衛生維持に取り組んできました。 

・ 出前講座を実施し、オーラルフレイルの予防に関する正しい知識の普及と、口腔健康 

相談の機会拡大に努めてきました。 

 

 

【 今後の方向性 】 

・ 引き続き、唾液腺マッサージや舌体操の普及を通じて、摂食機能の維持・向上を目指し

ていきます。 

・ かかりつけ歯科医の指導を中心に、個人に合った義歯作成・装着の取り組みをさらに充

実させ、高齢者のＡＤＬ（日常動作・日常生活を送るために必要最低限の基本的な動作）

やＱＯＬ（生活の質）の向上に寄与していきます。 

・ 毎日の口腔ケアおよび定期的な歯科医院での清掃の重要性を啓発し、口腔内の衛生管理

を徹底していきます。 

・ 出前講座や口腔健康相談の場を拡充し、市民の健康意識の向上と相談希望者のさらなる

増加を図っていきます。 
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４ 通院・診療困難者への対応 

【 目指す姿 】 

 

 

 

 

 

 

【 課題 】 

定期的な歯科検診や歯科医療等の、歯科保健医療を受けることが困難な障がいのある方

や、要介護高齢者等に対しては、その方の状況に応じた歯科口腔保健の推進を図っていく

ことが重要です。重度の障がいがある方は、歯科疾患が進行すると歯科治療がより困難に

なるため、疾病予防や健康増進による一次予防や重症化予防が重要であるという啓発が必

要です。 

今後も、本人や家族の相談対応や、通院が困難な要介護者等に必要に応じて歯科訪問診

療に対応できる歯科医療機関の情報提供等を行っていく必要があります。 

また、障がいのある方への定期的な歯科検診や歯科保健指導を実施するとともに、かか

りつけ歯科医をもつことの重要性について周知啓発を進めることも必要です。 

 

 

【 これまでの主な取り組み 】 

・ 介護サービス連携会議や地域調整会議を通じ、口腔ケア支援に関する情報共有と連携 

を進めてきました。 

 

 

【 今後の方向性 】 

・ 自身や介助者による口腔ケアの支援に向けた相談体制を、引き続き充実させていき 

ます。 

・ 歯科医師会、県、各施設等の関係機関との連携をさらに強化し、必要な歯科医療が 

受けられる体制を整備していきます。 

・ 介護サービス連携会議や地域調整会議を活用して、今後の取り組みにおける情報共有と 

連携を推進していきます。 

・ 成人訪問において、歯科医師会との連携により、希望者が訪問診療を受けられるよう 

つなぐ体制を整備していきます。 

 

  

どのような健康状態・身体状況であっても、自分自身で、 

または介助者の支援を受けて歯と口腔の健康づくりに努めます 
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５ 災害と歯科保健 

【 目指す姿 】 

 

 

 

 

 

 

 

【 課題 】 

災害発生時には、避難生活等における口腔内の不衛生等により生じる誤嚥性肺炎の発症

等の二次的な健康被害を予防することが重要です。 

今後、歯科医師会等と連携しながら、災害時における歯科口腔保健の重要性について市

民に普及啓発することが必要です。 

 

 

【 これまでの主な取り組み 】 

・ 医療救護体制意見交換会や救護所開設運営訓練を実施し、災害時における医療連携の 

基盤を整えてきました。 

・ 救護所開設運営訓練および災害医療講演会を開催し、関係機関との連携強化と災害 

医療体制の向上に努めてきました。 

・ 出前講座を通じ、平常時と同様の口腔ケア実施の重要性および災害時の口腔ケア用品

の準備に関する情報発信を行ってきました。 

 

 

【 今後の方向性 】 

・ 災害時に備えた口腔ケア用品の整備をさらに推進し、平常時と同等の口腔ケアが継続 

できる体制を充実していきます。 

・ 医療救護体制意見交換会や救護所開設運営訓練には歯科医師にも引き続きご参加いた

だき、災害時における歯科の視点から意見や助言をいただくことで、関係機関との連携

と情報共有の充実を図っていきます。 

・ 救護所開設運営訓練および災害医療講演会では、災害時に必要となる口腔ケアなどの歯

科保健に関する啓発をいただき、医科・歯科が協力した災害時体制づくりを進めます。 

・ 歯科医師会や地区組織と連携して出前講座等を活用し、災害時も口腔ケアの重要性を

市民に周知し、実践できる環境づくりを推進していきます。 

  

日頃から災害時を想定した備えを行い、 

平常時と同様に口腔のケアが行えるようにします 

また、誤嚥性肺炎等を防ぎます 
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６ 各種関係機関との連携・協力 

【 目指す姿 】 

 

 

 

 

 

 

【 評価指標 】 

項目 策定当初値 現状値 目標値 評価 

８０２０運動の認知度の増加 69.9％ 71.2％ 80％ ○ 

８０２０推進員の人数の増加 37人 53人 40人 ◎ 

８０２０の該当者の増加（健康と歯

のフェスティバル表彰者） 
52人 65人 60人 ◎ 

 

 

【 アンケート調査結果からみられる現状と課題 】 

● 「８０２０（ハチマルニイマル）運動」という言葉を知っていますかについて、「知って

いる」が71.2％、「知らない」が28.0％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

【一般】 

 

 

 

 

 

 

● 「８０２０推進員」という人たちを知っていますかについて、「知っている」が16.8％、

「知らない」が82.2％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「知らない」の割合が増加しています。一方、「知ってい

る」の割合が減少しています。 

 

【一般】 

 

 

 

  

地域で行う歯と口腔の健康づくりについての 

イベント等へ積極的に参加し、意識を高めます 

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

71.2

69.9

28.0

27.1

0.7

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 410

令和元年度調査 499

16.8

45.9

82.2

51.5

1.0

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答
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市町などの歯科保健事業や各健康づくり活動に協力し、歯や口の健康を自らが主体とな

って普及啓発する８０２０推進員は、住民参加型歯科保健推進のシンボルです。 

アンケート調査結果では、「８０２０運動」を知らない人は28.0％となっています。 

「８０２０推進員」を知らない人は82.2％となっており、令和元年度調査と比較すると、

知らない人の割合が増加しています。 

今後も引き続き、８０２０運動を普及啓発する必要があります。特に８０２０推進員の

認知度が低い中高年層へのアプローチが重要です。 

また、市民一人ひとりが主体的に取り組みを推進していくために、８０２０推進員の育

成を継続することも必要です。 

 

 

【 これまでの主な取り組み 】 

・ ８０２０推進員をはじめ、地区組織や関係機関との連携により、８０２０運動の認知度 

向上に努めてきました。 

・ 「歯から始まる健康ライフ講座（８０２０推進員養成講座）」や「８０２０推進員の会」

の活動を継続し、歯科保健推進の取り組みを進めてきました。 

・ イベントや健康と歯のフェスティバル、出前講座などを開催し、地域住民への口腔保健

意識の啓発活動を実施してきました。 

・ 裾野市住民歯科保健推進会議や歯科保健会議を定期的に開催し、関係機関との意見 

交換や連携体制の強化に取り組んできました。 

・ ４歳児口腔衛生指導をはじめ、早期の口腔健康教育にも着手してきました。 

 

 

【 今後の方向性 】 

・ 引き続き、８０２０推進員をはじめとする地区組織や関係機関との連携を深化させ、 

８０２０運動の周知と認知度向上を目指していきます。 

・ ８０２０推進員養成講座や８０２０推進員の会において、若い世代のボランティアの

育成を強化し、次世代の歯科保健推進リーダーを育てていきます。 

・ イベント、健康と歯のフェスティバル、出前講座などの啓発活動をさらに充実させ、 

地域住民の口腔健康意識の向上に努めていきます。 

・ 裾野市住民歯科保健推進会議や歯科保健会議を活用し、関係機関との意見交換を 

継続するとともに、より円滑な歯科保健活動の実施体制を構築していきます。 

・ ４歳児口腔衛生指導については、保護者や教育機関と連携を深め、子どもたちの早期 

からの口腔健康習慣の定着を推進していきます。 
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１ 策定経過 

年 月 日 内 容 

令和６年10月 

生活習慣等に関するアンケート調査実施 
・一般調査 
・小学校・中学校調査 
・幼稚園・保育園年長児調査 

令和７年５月22日 

第１回裾野市住民歯科保健推進会議 
・委員委嘱 
・諮問 
・歯科保健に関するこれまでの経過について 
・第２次裾野市歯科保健計画中間評価について 
・市民アンケート調査結果と課題について 

・第３次静岡県歯科保健計画の概要について 

令和７年７月９日 

第１回裾野市民健康づくり推進協議会 
・委員委嘱 

・諮問 
・各種計画の概要について 
・裾野市の健康を取り巻く現状及び生活習慣等に関するアンケート調査
結果 

・目標指標達成状況 
・次期計画に向けた現状・課題に関する意見交換 

令和７年10月９日 
第２回裾野市住民歯科保健推進会議 
・中間評価（案）の検討 
・重点施策等の今後の方向性について 

令和７年10月29日 

第２回裾野市民健康づくり推進協議会 
・第２次すその健康増進プラン中間評価（案）の検討 
・第３次裾野市食育推進計画中間評価（案）の検討 
・第２次裾野市歯科保健計画中間評価（案）の検討 
・健康日本２１第三次について 
・第２次いのち支える裾野市自殺総合対策計画中間評価（案）の検討 

令和７年12月22日～ 
令和８年１月14日 

市民の意見募集（パブリック・コメント）の実施 

令和８年１月21日 

第３回裾野市民健康づくり推進協議会 
・第２回協議会後に委員からいただいたご意見と市の対応（案）の確認 
・パブリックコメントでいただいたご意見と市の対応（案）の確認 
・答申の実施について 

令和８年２月５日 
第３回裾野市住民歯科保健推進会議 
・パブリックコメント実施結果の報告 
・答申の実施について 

令和８年３月５日 答申 

  

資料編 
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２ 裾野市民健康づくり推進協議会 委員名簿 

所 属 氏 名 

沼津医師会裾野地区代表 鈴木 州美 

駿東歯科医師会裾野市支部代表 室伏 繁俊 

裾野市区長連合会代表 眞田 一男 

裾野市老人クラブ連合会代表 高須 茂 

裾野市食生活健康推進会代表 門田 通子 

裾野市民生委員・児童委員協議会代表 杉山 あつ子 

裾野市赤十字奉仕団代表 杉山 辰江 

裾野市学校長会代表 松本 勝 

公募による市民 廣瀬 春惠 

公募による市民 井上 郁代 

東部健康福祉センター健康増進課長 赤堀 摩弥 

順不同（敬称略）  
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３ 裾野市住民歯科保健推進会議 委員名簿 

所 属 氏 名 

駿東歯科医師会裾野市支部代表 松本 聡 

８０２０推進員代表 大場 峰子 

８０２０推進員代表 杉本 君江 

裾野市区長連合会代表 日吉 信好 

裾野市食生活健康推進会代表 長田 玲子 

裾野市老人クラブ連合会代表 天田 一男 

裾野市学校長会代表 松本 勝 

裾野市幼稚園長代表 松山 みゆき 

裾野市保育園長代表 佐藤 智美 

裾野市養護教諭代表 草ヶ谷 絢子 

東部健康福祉センター 健康増進課 古谷 みゆき 

順不同（敬称略） 

 

 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「第２次すその健康増進プラン」 

「第３次裾野市食育推進計画」 

「第２次裾野市歯科保健計画」 

中間評価 

令和８年３月 

発行：裾野市健康福祉部健康推進課 

〒410-1117 静岡県裾野市石脇 524番地１ 
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